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公衆に芳;兎えっ建議を注べさせ、計画やアロジ♂ケトの合理性を追及し、

負荷を;をi、〉づこ v、う、いわゆる約済 a 社会・球墳のこMJ果の詞有i的

あるとされる，

~:Z::;衆参刀日シス子ムが、環J克 f セスメントドおいて小口l 欠マあるという

認識は ?性的』認められる上うになってきているド、その具体的な程白

付けは必ずしも 慌ではな~. ¥::> .{十民参加の県出と!て、 I岳地域的環域

管王室主体と[て、 I単結:二影響をliぽ r可;主柱あるブ，-1ジ工クト:闘する

政策決定への参加ル認める趣向 ζするものは;t可参加)、反、昨j克管理に

問1 る fiJ害関係者一(~亡、許認可手続きへの参加の一宍としりつ1支局影

響:半伐の子続/'... ..(/)左手加を認める朝1号亡するもの(れ完関併fi':t;;J日、な

いしlはIム、/勿判i断折万形;5'成記へ円，宝正子

J 、の参加を認める地月三「るもの l子続:~:;力J) 、 CL lii1.Ji買の環 l克にjW -g'- る

情持:L:有者(l..-L亡、 上り信頼性めるを午、境お響引舶のヲミ悩の?めの倍六五t
jj1，oとしとのr;tJを認め Q主主冒とτi必ちの(情報主主加 J などがあげ

らi て1..，¥るうそこで、 '1'同の場合 |記のどの荏111づけで公:;1(参加

を ~'JÈえ、夫衆会加はしーかなる役割を軍;子しているのかを以 l、で考察 T品

1 公衆参加に関する法制化状況

こモよ之参加が環境保全にと"て重要視与れ tまじめ/このは197υ与-r(であ

る日 1978年 1 、::c注庚J莞計 3母子提附したi景1芝アヒスメン~， :JiS木手続の中

に、 地方社卜I1あるν:よその代表:ti~， J 、開発法22活動のもとらす 7~ ナ

スの影響が首位這に士ぐしてごめような刊需を及ほして川必のかを知心

必要がある」とい 1総局が示されていたc よ98一年10円、 W:'i¥!銀行;土公衆
多方IJを つの政京(~て実施し、業務還合10'令」り D4日日付属文書}\' 環

境許fオーの'1'に、 世界線f丁l土、借款する 方t，i'ブ口ンザク f'~!t al およ

び主ti千である場合、 t+:二wtJj主?セスメン卜 iャあた》て、 つる

大衆おJひゴ日正常組織の意見を允;，}:一苓 J事ずることをお8{，1)ずる J'と明確

l 宋潔 起士主 凶~'Ì' 宍京 l中間JJJl家環境影響引f:_:;仁公表さき勺市烹自FJ対Jt
骨折戸~~'~市民税 Lj- 被布←一態 1!出 掛 12ι問、宇:'':::6員〈

え野直人 If完投影響許1柄。)ffiljIえ.:~ ]~， 1 1 信~村、 i:)~B牛; 4;-!-41i頁一

三iJi，l:L 岳立草「悶於在1最憶影~tr.:~出混在力間以公-;~i~考守的思考J f~.lj克汚染与

7芯{日:~(ìn4とらえ，23tì; 1:'-1 
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'1'1五グリ君J迂7ヒスメシト渋市:1町三(!-;，f!J:圭‘ょ主，iJ. '~，'J; で~，:.1， 

高したι

一方、数多くの匠々もそれぞれの実A位、をもハ亡、球境了寸スメ/ト

公犠参抗;ニ~-j し ， ~C幸1;:主化 i ていった口問え;工、 7メ"力内国A<:l¥iJeず政策

法(↓969年制定，おいては!めて，2::衆参万日制度が扱われる二ことな J

ごから、 H 木の 1望月:~>1，主オZ法 (ia児玉手前:Jをtも方づタグ〉:軍克保護t~ 什日G骨

、:改正〕なとの探境問涼法規が、環境保誌のsii.Hから住民や非政If:組械

の1宅局管E臣、政策N!:主主へのうき与モ認めむこととな》だ仁こきれる乞

このような公衆参加¥アF寸る国際的な動きは、中区に大ちなイン F、ク

kをワえ、 lえi克アセスメシ l、の青島.TQX(二よさLゐ亡、公栄参加が次第に議訂さ

れるようにな-.'て主とじ 19リur(.こJ人影されどアジア開発銀行が資全を提
供[た碍境 7-1.:スメン!の研修ブr7ジ工ケ J、:'-:.f:きいと、 t共鳴?セスメン

入報舛舎の公衆参恥/スチムの問題が取“あげ!入れた m れを乏，~，t亡、

|古川4ょに、 I~I家出境iれを民. 1"家計(昨委員会 aピオ1全部省中l司人民銀行が

r-r:宣伝金融機関借款によ心建設 7口ジ クドまだ埼ずwλ メント科理事務

の促進に閲する送知」争 F注1、その11i -c ，L'~;iìç参加の重要性主目玉制した\
1 しわ H てし~;;:) u 

その i及、 'Xイ-~，-d~ におい亡も土、?民参加の内容が!ili: :'1込まれるようにな F

てき rt 例え:工、行政処訂ンJ: (l99G+y.1来ろも 32条、ノλ質汚濁|占;1託、¥原

苓は l不片染防;:fi;:'t:.J) ¥1的叫ド改TE)13条4JIT 現;境 7三スメント主主半年
害いl士、三戸、建設ブロジ rケト池1 所在すゐ組織土住民の荒:見を記較し

なければなりなし寸、?で境守的栄訪日法、民話lよ[球境保山討染防if日、])

~lν97:if-h'H [{T") 1:5条3怒、 98年条例13条等が、それそれ同じような切を

を設けにこれつの粂文規定は完封略・半 的戸あるが、かつての支定

r丈 'll空ιi次:i:l!を絞ったこ主 γついては君:f.ηにってあるように考えられる J 

そし 1人詳加法 (2ω2ノ下院択 5 条、 11条、 0' 条主 ~-7;rえず[司法 (2U03{f-

1 百公設 む:筏綬「門外 J~:;""fR巷与破局保支防止法ょこ的 a:v計士会軒字引(j(y~年 3

期ワ:11----2町長

， ~:'，jI秀~?' '中 ~:-}i: (1) .lJ票持吾i饗計 11111 市'1"まにおける j'~宗寺;fjJiこ片付一る考古手 j 諒芥注

己主')'{'{&; 目 CJJ(治主) ~-) 1玄u

ヲ i忠 r~:fl，~ r~-廷外現埠影響許/ム/三殺さ3勺i1iJ ì: 左仕t;iCえと」経 i/l 洋三皐十'11日初年抗期玲

頁、:¥i'l温芳 ヱGl玄「士:ザ長忠君;幹子1'(1曲訳、出公ヰi巻与制l辻均思考J中国主主4
汚o何年斗期日間なシを主主断、

~::: '1'字00:J.: '~3S) :ちヨ7 l5uJ 
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採択)4D条、 !G粂等:土、さらに詳記11な規定を設ける運びとなっ行 J
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公京参加とは、公民 法人あるいはその他の制約ぷヘ行政による旦外

的行品、特!こ行政処罰、行政治f昔、行政裁決、行政許可等の声持手'1'再伐

係のある行為ιあたり、 ~_-_-J 1;) その合法的な権利r'lJ五去をi京菜し、

の-)]的 によゐ権利Ijfζ告を1方止するこ kができゐものであゐι ま

た、 hIf:立政策決定への参加hこぶコ亡、公民奇誌が強まり、民主的で公正

な社会fJtJ与すむ ιされるに

l がし、ミHI"i去浮はじめとして、公衆参加の主体範頭、 7~i 式、子絞、

効)JなYに討するf人的民衆が首、快としと不明確ずあり、具体的'j::i::EF口に

あたって、椋々な問難か生じて~ :./二日えよで、 20:)G:tr2月22R、国家環
境保護総局は、民地アゴスメン J、こ>YR毛主抗竪芝tfl法(原語以(碍±立民主主

，1前1公衆多ワ暫hi昨ふと))↓よド 参加悦法 とし、引を公可l'した 参加
は、総甘Ijl1-(i条j、公式参加につしγl、のー紋ゲJ嬰ょR(1 

うと t~多加の形式(l9---3~条)、日 l 自に対する琉境ぷ響評価の公取多加の

特長i~だ (:i2 -----:i7条j 、~，j AI] (38 -----40条j 乙い")七，)-"主4川、条からな J

l、しるつここで、:土 ~~iÒ'(情報公開シソンクョ tJ.-ながら表i高f七スメシ

ム仁おける公j'kきさ況に千八、c剥つL下 L、;L泊位、を長イキイヒす芸似て日、説持白
で最も許綿な公然参加規事1iになってしミるよう I 戸、われる c

2 公衆参加の範囲

環境アみスメント活動じおける公抜萎抗の範到につい f、オ二1十、の五匹、

活動の純閉止るいは時間的主主[Ifなとのi函か九'1f察を方Uえる口

(1) 公衆参加の主体について

~2~衆荒加わ主体;.' (士、環 l克保三31孟到に荒加するこ〆~":Jってと仁会権

利のY';:-?i-点るいは議所の;;言 ~7--g-ごあるごこニでいう幸;.0日と;土、政均可決

定への介入、誇IUJであり、政策決安そのものではないと九れる九二の

意味では、制~Ij的政策決定石および.，l'n>λ ウト支流苫以外の辛ての主

体がニ:京の続得に与「まれるこ rになるn しわし、官泊三去にいう公提l士、

-z;.'京τて「去従3よ1)"Jj.q-=: t:tι:;;;i千i' 品目i)~ ，手百戸川是n 滞31-;i2頁。

R 池小芳「;商品ミ局三井;巻与法律帝IJ ，ノ~Aj上体、益ig]与万式J iFi子百師範'(院予幸~?l

巻:;M .. q (i刊のご年} つつ問 r

ls I J ，~UJ)ìn '>3 -434) 18'コち



'1'1五グリ君J迂7ヒスメシト渋市:1町三(!-;，f!J:圭‘ょ主，iJ. '~，'J; で~，:.1， 

間決機関、専門米および ~2~衆 Lここでいう 公衆土、専門試を含まな

し、公民全指す jであ nl己条J、v、わゆる狭義グ)公孫(狭義ぴ)，公泉 1:'ム

公践のιを松す!であるとされるーなぜ以内:1(を公京(公民!油、九切月

野lて論ずるのか必ず1も明もすではな〈、公衆 伐?ついての埋限

解を招く可能性，~，~，亨|常:こ高い

(2:1 活動範囲について

言干価法:正、 1宅地け投[ま[う心計阿 II粂ヨよびE需品に車大

な影響斗及ぼlうるかつ環境アセスメント報fI二舎を作目立すべき迷設プロ

ジ z ク卜 f2~ 条 I に|主コし二:京怒 J!O を認めと， ，るn

ニ九について参加対μ も、市μ び〉作し組みの印で、 F十(庁長IJ、のIM'j

受あるいは主持二ずるjf;を取っごいるは条jっつまれも当該計F十~ブバシヱ

クト l関心ふ持うあレつゆる公衆の参加権争保廷するのでは主、丙fすか

っ草/、な足型iを走 i -r る ii] 能性のある計向〈452 設ブl?手工クャにド;lb~I__'C 

し3ゐbワであるロ

(3) 時間的範囲について

ノミ手百三割1I土門|買ï-'~建設ブ口ン J ク~ 0)1.言権'ロ涯の全プロセス:;Jコ"ぺ

終立子;行われぶべきであぶっ t辺境管理の全-/u;;ニスへの参加~_: (J:、主ノドザj

L 、政、策決定への参加、ブゴーザロてスJ¥の参加、権干i救済への参加のこ

段~iWからなるものであるヘ九れる代

この中で、第 段階への勢力lがきわめて重安である J それは、政策や

百1:匿の決定段陥であ;';、環境管1型の最も上位段陥でもあるかhである。

この段階で5勺n長崎配慮5勺良し!mしが、環Jj百保守、よ大証な影響をもそらす
ので、環境?LJ'~ミ辛然防止や徹底するた灼?もにの段階かっ色、おするいわ

ゆる主主力:~型環院 7 セスメン?をυ うべき?あ.";;，

しかし、 '1'国の現行出上の公宍参加;土、百11臣に r川、ては申案σ)具'1'前
言干備法E条).窓口をワ~，7ジ工ク入につ νaてはI岩崎悦告書。申請日'J
という Ffit険協のみにとこ王心、 i伎のE悶険協必」び政策決定段アAL二

段:まな νの F、政策決J丈王者ザベJ りたい欣是21ご j!丈~っ、し叩 r

3 公衆参加の手続

9 羅t、古・前掲u:8 . :~:3 ワ4向

~::: 'i:-t、00:6'~33) :ち15 ~つj



，" ミ見

ずでに触れたように、公衆参加手続について、 H木l土、対象事業の判

定、方法書、準備吾、許伽書作成のブ口セスの'1'で、縦覧と公衆参加を
繰り返しながら 7セスメントを行っているコそれゆえ、情報の公聞が重

要な前提となっており、また、手続の巾で、公衆との対等な交流(対話)

が重視され、公衆参加によって策定された環J克アセスメント禄告書を誰

でも閲覧rる乙とができる仕組みとなっている。
~h、中間ではどのような公衆参加手続が行われているのかc 百干価法

に明確で統 的な規定はないが、参加砕法の以下のような規定か匂現状

を幾分看取することができょうっ

(1) 建設プロジェウト環境アセスメントにおける公衆参加手続

こl'L:，チつい亡、参加持法は、特に箭 2章の日か条 (7-14条)を設け、

公衆参加各方式におけるそれぞれの子続1ごついて比較的詳細に定めてい

るη 参加塀法は訂J泊{士と追って、情報公開と公衆参加を結び付けながら

条文規定を設けている点で評価に値する c 具体的な公衆参加の手続規定

についごは、表 4-3-]を参照されたいっ

しかし、ここで志れてはならないのは、このような公衆参加は、ブロ

ジヱクト実施の環境アセスメント報告書策定ね後に行われ、そして報告

害許認可決定までの問にとどまっている点である。つまり、公衆参加は、

ブロンェク 1の是非に対するE思決定に及ん Pいないの「、公衆立見の

いかんにかかわら「、ブロンゴクト l土必「実行される仕組みになってしミ

る。また、ブロンヱクトの許認叶憶については、現境アセスメ〆ト報特

書の閲覧、ブロン工クト実施後の事後的評価への公衆参加も制度化され

ていないので、現時点での公衆参加の効果には相当の限界が従える c

(2) 計画環境7セスメント公衆参加手続

と」ころで、 jj)画滞境アセスメントにおける公衆参加について、参加婦

法はどのような手続規定を設けているのかっ参加税法を見てみるとお条

から37条まで、ごく簡潔に規定されている。具体的には表4-3-2の

とおりである口

ニニでの内容は、基木的に許制法7条、 8条、 II条の規定の繰り返し

に過ぎないれというのは、参加味法は、許価法の非指導的{阿別計阿に限っ

て公衆参加趣宵を踏襲し、指導的個別言|画あるいは計指導的個別言|函の

区別については叫邑していなし~また、総合計阿の公以参加について触

[53J コヒィ長60情 432) 1824 
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れてはいゐが、実誌、l:公衆グ)ハプlJノノノコメントを事装するかとうかに

間し亡、百l@:l'ijË機関の -;1]古の決心ニ{工せ、法的な義務<:)~けはな(， i ': 

総じて~ ;~)ならば、参加勃1;;'士:土、法 iこ長づえ政策宏、科学的政策決

定、民王的政策決定の日要件から、 5Hrllli圭が定める:?~宍努力日規定の実方主

主m~c ムして制定されたものである ι ).-(士し みえ、 ~2~衆荒力目指:J 度には í<<扶 J

l~'C hj{則的なmむが苓t、:三ノ}'({/)範盟主参加:方式 1 参加段陥なとが依然
とlてそ担任を欠いているといわれているlG

4 公費を参加に関する司法救済

間定機関が公奴主主加 意見H号取)を尖t{E1ないある、ミi:t公披意見を 15

慮しな〉寸品合、いかなる法的玄l壬が生じるのが J

き3お榊法は、づ{一日ハッケきれた公衆意見が採用きれ主与った!も

か刀、わっず説叫がな v 、場合に、 ';(~1日 Jょ出境i以三菱行政土管部，-11 に、書向「

目、Pょを-;j>I:n'r寸るここができるピしている (l8粂)'-'これはあくまでも、
バブ J'j々コメントに封ずる処理方法にi主ぎ「、公う'1¥参加治が侵害され

て也、行政官舎夜への喜市に上品書;見の提mlこど/まり、その池のi-t:的和、
iR-T段が全く佑されどω な~.'， 1;η それゆえも 7干{駐/;-ヘをは仁めとする明Jg

U、規に河口:紋日規定がなく、司法的救済よ円行政金山里に頚らダるをえな

い状況にあるのが支慌であろ')I 

5 情報公開および公衆参加の具体的事例

これまで、環崎 7_;""λ メシ卜にお:'jむ公手、参加の散問、手紙、救済に

関lての院11法刊J度について1;吉正1てきた:) t~ l'ではも具有三的ヱ拝例によ

り、公衆参加の現状を検証:1J.，) 

(1;1事例7]c円明国湖底浸透防止膜事件J'

10李邦芳「論どう扶参与総境事三製'e'I'J出力

頁J

il.ì年学]:r; :-~()o:: 苧 1 刻 1:，.;行

いがf男子長 r~命手元凶公民社 17~十字院措ほ的'主主ZJ 山知大学詳報、人主七会主ド t~，:_{) 

z:Hさ4刷 、引凡iI桁 (;g員
1 原語タイ入 I~.は、[月明国HVí註総合「守珂 i 廷の1車I克宗主拡公聴云五;であ • .;:) ，'!記

'-，-.r上隔月正埼保法行政引可服位手ET与解析'.r-:'回1震波科技111版社、2仰に;1¥部員}

lssJ ，~UJ)ìn '>3 -430) 18?? 
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1 !事件のi径持

I'J可i[i; (よ清朝の紅7守ぜあり、 350ヘク今ールヴ〉百項を有し 水を重要

な要i; こするL1;*~"闘であ心ゎしかし、沢寺内皐少雨グ〉たの訓卜水カ 1

~"ft少 1グ、水色ti応Cワィ、足がよ:'!i来事jとなうてρ7二。そのため、円明関包注

処(三日体の名除、国主守程処主もいうこ主がある 士、初日3年1日日， .、 γむ

いら区水平i~q 、 j訓I:!イ~Ù市水j 利判 4、r

乙な益禾利i月j用:計ム阿J を策定 J 泊，Iit;~予 f念 J方 l上、雨本利用、再 '1 利用なこの検討

をわったq そして、 2004年C丹、関管理処は東部地区の開放[三湖弓:、反

i主防止l民敷設工事を行うことを決J丈去し、 ν)J:二工業J見アでスメント手~h~~ を

~l r)ずに並4iJiで者土 fi1v 

円明白l 京市況透 ISH_Iと;実プi1ジ工今トu:、 ~;2~1走資 2 -f吉、売であれ、 ~()U3牛

6 月トっ 200G年 3n までの司?、寸-~: (:~_8200万 }L を投じ、 200S年 4 月に

はj立てする予ノ主ごあ-'/， 

本(ι;土、は粛討E;;1防協会副砲事i三業i'IiEナ 1': 大学ごとお?十~-(学院の校正春が、

三臼:);，1.ド :iH 2~ 日に円叩Jl京J を訪れ七誌に、ブ γì:..♂工クト(乃注工. i~ ラ{:Yl!.L、

マスコミも Lfこ 1 かり明らかシなっ子〈
初日~)ij_' :i月298、 仁以 ili\辺境保~~t;:~辺境アミスメンド処FよI' PI)Jl到に対

し詞?告を行つよ_0 2 :JU ;:í守 4 月 1 汁、国家J~~J:予保E査結局:土、評価日、31条の

!是乏に基づいて、 H明悶環境(7)結合筆情寸日ンこク l、の建設i手1ト命令

h 悶F心:iw知c (1豆諸{土{悶 jl~b主 ~TP-J 問国原I克jtf 合永治 l 程停止建設的

通知J;， C~素直 120リ~)_: l()~ 号、l を発布し、工事建設の芹 i を命ずると [HJ

d寺に資絡を有すむ R子姉帯~~宅 iこよる了莞lf.:)"--:: /，メン「誠子Vztの1'1伐を要:1'

1た3 医家去境深j住総局は、 2005午4月7斗、第13号;王子与や発布し、 4 

汀131-'9時 kJ人f-T-J明匿流主主浸透苅止D'九ブヴジ「グトの環院 7セスメン

に公訴会を開i悼する tことを決〉しLl二。

公総会の多加者(土佐会おら午からの7:)人からな円、 itL者の段目午約Jz

S(コ歳、良少年齢J土斗歳であったへまた301.Jのマス?ミが多加し、有史以

来取J託tt::N"主義成にお.:-tる最丈の公聴会と士行た h司寸 H

I:i この件、二ついし.Ii~jl:秀続 出;ピ?こj合、Tる参加と二時措アでえメンドの現状

土話題J 帝塚山以子11~} ::20日日レー，1 11員ご詳L¥結のされている

1-1 ~_-:~~Ó:_ rR 者~~司湖底お湯 在公飛車引主主7灼法律伊民研究」山主抗告り3品交JP

~::: '1'字00:J.: ， ~:'-~9) :ちヨi 150J 
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しかし、事件グj特段1午、社会的影響、時間の切 i f:l性な(!~~" ~こ鑑みて、認

環境許制機関:ム今凶の環境アみスメント *-!~t，を会託上よろとしなかf

fご口 .IL;;(部教大学所町5勺l草I肯許伺視~~与はいったんそ日tしたものの、その

絡なしはするなとの埋由で交け)，-，~、を版社したため、医家涼境i果j住総局今、

己批 1 を浴7fた。かくして、ごと聡会から 1 か汀がむJ~ L ても、[景 1~7" 七

スメン卜がr人f丁されない状態であった。 8 月日日、国家探境保議総 J~;J(立、

l 丹時1[';[総合寝泊ブロシヱク卜諜J完了セスメシ十手続の摂:~付き楠起を

命じることに関する述知 (1原語は(関於貢令 q，期禍議 ['IR丹~.l;で境鋭、台

教治下松次 i克影響許紅 i五J比手~\)~ l}~ i卓長CJ' をア還し、 1'1c:守三選管述処に通
知を受け取 JたRから40円帯以内:こ環境γ ィスメント報特番グ)捻Jれを命

I_~ /，こ行

その役、清華大学!-I，~f-í更の環 IJ~~ アゼスメ/ト機慣れその業務を長，{し、

のけ λOR\ご[~[家出境i以三菱総局にぬ n\ Lも校同l土Y口五円にその全えを f

ンタ 主 J，よい公開した

2 jヂヰ同町1佳乃公聴会について

におし口土、次のような事頃が宗治され7¥①['JF.有志遺跡公亙

のf:ir:Ld:'~ J ，:，;tの関連、つ主りもドI1リj国追跡公園ほどのような機訟を二七1す

るのか、受国心教育かそれとも簡や.ti長楽か、 におけるぷ不立の

状~'JLn--[、でいていにち'fl 7J( するのか 11:形水，1とゆ Irl):i夏す心必要があ心かどう

か、水面12のヘククール、とく深1.2 勾 5rnの濯深によっ亡、ぷ Lt:呉?:捻

設を営むベ主かどうか、;ぶ綿主防 I[膜敷設工事lよ::fr ある~. -， :.ょベス

}， ()乃畏択で&-;，{1かごうか、 J'J，I、本!こ影響があるかどうか、(!~':1湖岸ヤ;tn)亮

のシ h ト;土水系芯ぷびJPH)/1環境ド早~:及ぼ r がどうか、伶l軍司:文化「責

任の(毘イJ池に浸透防土設を敷設すべきかYうう、シいっ丈 A占じつけて幅!i

く誌論が度開0_h1::.

丹羽 t~ix;i電Jj川、闘の九t;音コけにつρ て 多くの参加者:;l:愛唱 I.、教育

の拠出」であるこ ζ を支科し、また、湖底?主透防II.m共工すぺこよ付府間の

i、':::{山コ年:' :-E~ -::¥6 Fi 

1π 馬点 字博「口明司:J-t;議 梓，1i百人干委主探~，;i i号ミ三0iJ ä~t芋苅主主ほ巴」刊J'~J j";

成法菅沼幹部ヤ涜斗報~~OC5-T 5 JtH'18Ff。

"月汗三編・白t掲ィ:.11:~ • :3:3 34 問、北 1:1 長 ~I ・ E 荷，1:1:3・ ヨ宍な〆を主主成

lS7 J ，~UJ)ìn '>3 '4:~8) I 肘O
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ととすζ主主活;:悪影響を守之、「土と1前」が「化J市」になるだけでなく、文物

の破jまにもなるなととして、ブリジコクトに!正対する J与がよがったc

また、山吉支ブUンJ ケト;士ν並走、なるブ日Jλで伏定されたのか、そ i

~;-{2環J克アセスメ ./i、「崎写とら/去し=のかというごとがもう つの

争占ム士った J さらに、 }ド円L守i 明国宅治当程担処~(;打乃関 i返皇1恥花呉に対 L~苅方水ン」入の里敦j L 

設ベやJそ σの)一剖部H~:附ヴ~L司且γ一事ドにf伴半う生 i笠E破1扱衷まお〉よ:ひf

た、 不↑作午為を珪 11己 て、 j政攻!附F討t宣任者であるJ北ヒJ尽J¥[市7吉了i泊i知gト淀才区1環宗I地註白保:f護耳広{馬可長
を更迭Fべきマあるとの芦bあハf二J

それゆえ、多くの代ぷ者古人浸iまドh止幕ハ1ジ A ケトは剖{曲以、十，主

物保設iL 二試するものであると判断し、託、?こ亙づいて間連丁一校を祈コじ

させるこ同持に、玄l壬老の法的責任を透止す，.:}-L'~) あらと，. 

これつの yロ>ク 1反対派のほかL 、少数の 7ロジ メ:1i、哲万立派三三

よか折衷派司、それ;;:;"fL立見(t.:;:-O)J位:11を述べ Cいる

いずれにせよ、今固め公総会:士、は仁めて託、執行の主:プロセスを公減

した，なわち、建設件l上J)命令、公認会 評臨手洗 評臨被告書の務

官あるい:土付来、政策決定土いぺ?ブ口七スを五高温的iニィ公駕Lてき?

こすし法、坂fU(二七法制および}ft拾).:.lJJの 歩前進のtJ;U，むあるという見

解もある

日)H日月同士主j覚7でスメント報特去について

~2~秘会開:昆{徒約 1 か汀湾、誰もが'全Zこし上うシしなかf た1' 1R月圏実I奇

ア七スメ/業務士清華i:.'t環境許iihゲループが会託し、 *tUはOC1)ぷめ』ニ
ホじてねHf;iiでr--:: /，メン「誠子Vztを さtt-t:むそして、 7n 7 H、
国家環境保業弘、局子同明度環境アゴスメ/;、 を公布し、湖"そ浸霊

1方止l支i事の全百的改正 u務改J)を求めること γ 土勺て、川口汁日じ
わたっ¥下わ去した/F凶の令談は終結の段階;二人 たご

ここでお半 fべき古は、 汚弔可活家n諜岩J忌主戸伐，~亡護茎千寸ザぺ、局円鼠 f後註がじの片乃lt技支4司術，1，甘i可刊f

ミ討1官船:11わJ主九3カ'JiあJま:り]にも，号'c'んざ、企パτで(¥yあJつたことつ竹ミある C つま:)、 専門家、で

すら、 277ぶから生る旬、以〈、 tfl当J支払f的士l最J凡アセスメン l、fH告書を

-(~)}にうfノ，th . ~軍需寸ること IJ千七ととの E十苛を安するだろう c L 7iバ

l 甘全勝， '円町11司'1件 波f関」蒋代i明2(11)只年日間L-j只

1。国 j平侍 '1'1 材|京;球百三事判的当 ß者望新市fE~干 J20(::ì年以期1i問、

~::: '1'字00:J.: ， ~:'-~i) :ち19 l5らj
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から日[問という期間l句で総局が三日有 L 、 ~E I-lJ J)決定をわうたと~， )うこ

とは許制下続の!I手官主化〔ミあるこ v、う立半jもある l九

'1) U千Iずゐ171]年九Q

本件;土、全国子jτJ感させーた指名な宇('-であり、環境アゴスメ/トある

いほ原崎保護 ~2~号走者3加につい勺~(~じる際の絶好の例でもある。この事例

を見る目{()、明 h~+針U:、実1TC.所以えがわかるはヲであるが、以下ではい

、コかの1'1換古伊才討向[てぷきたい。

ノ1)許制Ili之の限界

FI!時国i:t)J，1主没::ITI功土;;~ /l1シニク p i土、そもそも頃j-~アセスノ/:手

続を尖-r{E~'iずに者士 、いた二なvぜ、ニil:.::1ど大きな 7 ロジ」ケド刀工ば、

山手続-tr.-:1¥えらずに主三|併で著工されとのかr これにつυて l百ι管理処l士、

IIJFÁ~君湖高波歪防 IJ完工事 i土建設 y 口>ク~， _~S I土士く、修復泊iJl)j守措

置むあるのご、出境すゼスメシトはJ2すーな v、kヲる LかLながら、 l司

家J:.~~~境保素材~，rr1j ぷよび医芳三発政主主が20!}:1 ヰに J!、;すで発布した 64iJ丈で

は、斉守家i亘宵k物保護検問 L原治は(単位 )j の記11封内でぞわれる:l007ヴ

乙以 ιの建設 1:事:土、資源仮設ヤ視光など投資町j主の yゆミん(，:かかわ内

す、 d~:，て、手き玉l家総境保?主役、 t~J:て以j覚アセスメントチ;伐をしなくごは

なムないとされているさにこれは、溺背翌処をはじめこするブ口ジI/

1 夫h者(T)間口識にかかわる問題 lごもあるが、 al'i耐l士の注設プUジェク

Lの分類衿理規定平文物仮設?とスメシト認定の不備少も絡み合ぃ、副l

{司法グ)~1~h にあたっての限界全ありのままに露呈員して v 、るように思われ

るロ

ーハはまさi、法 l二反 l てもコス i、がかかっ可、~::.".、ぜい f'もの補足

だけで涜む、いわゆる l順法コス kが寓uヘ注i1;コス入古河出司、」皮肉な

出制度設百!のF問。である。また、ニtし;土、数多くの/ロ/'.:rークトが許化

手枕をしないあむい:1 jfd苧津波 L，i去~ ~干 ê?{[ff:す。! (環日つでは [jti:;;:i昔、

1*~+-r!f1 :J ノ fよど子涜的不正を助長ずる現存のi1組みの必然的結果である

と JEJ何さ g.:r)~1 とおりごありう η

lι 竿:i前 r-"門別[京:;7.0" Mì我11'う南下了イ十夙つ」中!丸一婦問}~lTI12以)コ年 2(-i ~ ~9 :-; :ft:L， 

代、首会勝令指注1i'・';1民

l 半焼i琵=了文事十「白河[:1国病院弓:'i1:t"::'号阿我国土車J克影響許J三法J j葉J竜符役立E

lS9J ，~UJ;sn ，:r3'4:~8) 1818 
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'1'1五グリ君J迂7ヒスメシト渋市:1町三(!-;，f!J:圭‘ょ主，iJ. '~，'J; で~，:.1， 

:z}I'~~長ノrT聞の問題

::;:dつに，，;境情報公聞の開設もある。つま丹、 20リ5fr 3月22日、撲が工
事現場を訟!iil，し rスコミが技法する門IIの段階で、ぞれ J止と大切伸、なj主法

I予が花上されているにもかかわり可、なぜ政1守.:?~黙は気付方、なか J

ナ>/)刀、

yf凶のブ口ジーr ク卜は水利手;下院が作成した設計索であるとされる

が、議が政策決定を たのか、本利科学防:立し aうた'"jどのよ今?ブト

ジト J 7-ノーヌケデノ方実施し、誰がこ多方日したのか、また、い

かとる昔見があっ hのか全亡不渡明じある叱 Lかし、 i長の発見筏、持

プロエス 1;1公開され、政'H 機関、戸十両h機関、マスコミ、 f~寺境 \(;0 や専

門家 f乃参加の F-C、思いもよらない展開を凡せたにしたがっても本件:止、

情報公開や公衆参引のf'，翌十7や表裏:rl{illlかり裏吋けた絶好の例ずあると

いえる 7 
4材、

お責任追及および事救1Jiの制崩

本イヰイモ l;~ ると 2():)日牛 :i}-j 28日の時c"iで u九ヘクタールの叫底筏透

功止肢はIit木的(，:敷設され、主体 l事は「ご 1 完成してしけも。ーニ iJ)状況

の下C' líH~，~買を取り外 L たのと μ よな縫l:iHf\.うたおよび吉↑りきれない生

態・遺品:伎J虫というJR7:をもとらし、ーらに公w，の知」る縫手Ij.参加縫手Ij
少侵害したのでも「作p礼ノコリのl正当吠である A にかじ、これらのおkな

射実をもたらしたにもかかわらず、rt.;係者の伝的責任が追及さnていな

し、。

l主I肯 7_;""λ メシ卜手絞を取らなl、E主没ブロンゴケトを、なぜ許認可憎

右は22ロョーするのかc院11 法の「で、環J克行政機~t; ~士、生ti:~0司や 2干 D.2.~rJ

彼氏打開i皇賞託を追及する潅限1士ない。けったし h識がし追う、なる校秘でi主

的責任を::H及で主るのか、 r支丈詰探幸びの〉とにιニyろ](は土非常に?複守交姥品な古笥t;~読三をき抗古え

ると言わ:菩下るを呈な、 'c そfれ1ゆえ‘公.f'への裕木'1禾1)註が包:吉;されたと l

己，~:2005 年 LltiJ (~\':\23苅 4ZD。

こ(常 設古 I'J明日l了柱史認民主"中トl経治J週刊 :!()f日年 :.1 剥(占~~~D7島~) :2:1 
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ロ若手千不可 r"幸e'.為円印j図的C').j民安当{中う J ~長崎将J片結託;!.()\];)ギ 01司給ワ:

E昨日7円、
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lごも、 fY~l;r:されない現設が依然少して l， 在し lご\ 'るわ;十である

み許制機関の資{刑事威開設

今3の環境r-l::スメント業務でl士、長期間!こわた司て汗闘機関が児つ
からず、戸 4パ北京師範大jγiJ-r.\実の許制機~t;(.こは委託子巨育主でも戸井ti三A

な tIi この上うな現象がむこるのかι1 見 1 ，計~:Jji去に J士、許(遁th民間が畏;克ア

t スメ J ト結論 hこ玄 f工を手~うこ〉ごめるいD条 J カ主主;こ許仙の結論の判

学性 e 公主任に玄臼~: f!うているのか。現実1二おいて:正、 i圭ユ闘がE:

り，，1'1111け?と悶!こ;委託し、 -Hiのき賛同在先在、いl、巧封書o{j邑Jーへた

怜に残りの費聞を払う仕組みになコ日当るの P、百訂泊機関 F二なるべくJ示

択さタL干すいようにだ議ノ十けるグ〉かfzfjE互のボイ /1"である日?凶グ〕事1'1

(..: .f:きいとはも Tjへが注日 L-，ごいる'1'台、日分の都合のよい結 "'1.蒋くこ

とは戸司王主でムったため、計i同機関が主:;:)" /J~ ;，~う
ト ル ヲ
Jイ)7L/:"，
しかし、引f二Ti1子加ITにおい亡:士、委託をA受けた"子油機開が、晴i士声 7セ

スメント業務にあたヮて、金正玄IJ:であったり虚偽の作成や行ったりして

よ三崎 f七スメ〆?文書の真実性吉村なわ寸子場合、 i票権アセスメン 1 資

怖をよ主七1 する政境保Y.~1T TI主主管部 I"} はもふの機関ヴ〉資十与をドキ/↑各させ毛、

主J必いはその首↑許証書を取りあげ、内ド?に妥託料金の 2倍以←3倍以上

の過料会科すことがでさるn 犯罪が成心した場fri土、 ii::，ニEじってナドl半自

伝を ;g及寸心規定子設けつ札ている (:13条':0 Lかし、実際いな聞これ

りがフe1T0 ジしないのか~，j 三む この事lJeのように謎設す幾問の Jえj{を出

手干しだけ、&-;，{，いl土庁7!したりする場什の法的責任が制度11:さ札て川な

ι1 ~I/"京大学tÝÝ属の:草場!' -tァスメシ f需が:2005年に作成(，た 白主h 積it:--r-;市l

ゾ!シ J ク l'<J)~~境影響千台告書」、 1':主山むi村 ft，~ -)'>n ジマケ卜のミ者~ミ影筈椋告

以」、 ':1ζ京 1-']大典ヨ民主中学車i 事力1真崎影響;&!'c式」等の許 J 害!，:~_i土次の

ような同宣があった介される"認やi1221-資料引沼の誤り、①丘北!出辺・計
l行状況" 'コ~/ 1 rて~(Iの)司調司貨点r心ιιlし、 i:;l>i政2妓主f誌主y打::"-L クト?清青〉討兄 a 借間j掠兇叫I坑1，J杭Jι、ゾJ 、....0幻)吋う
11一三E主、 ':{I ク!ノ、ンニネ/レギャイ1~;ミliこツいとのλト怖の伝如、なこごある二どが、

斗家球坑 1恥護総寸!エ、それらド汁.'C胤|よH甘さ枚情 i.:3刀月 I )ι 命~: ~ ，l~ h~時

L 全戸，1う苛IH争報，， >";.)処 ff い(レ〉灼 -f~ ，'r新開直情7~ 号」つ印CJ，"jギ 10 ，Q24 1J、

，ttp ii\vw\\'.rie l. wl~ll 町1 リC'1l /sho\\'..::只 pr'; I) <tl，~~(1 (~終アクヒス!ヨ iぷ、主l{)日午 5

rJ2(6) を記~開

日L
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'1'1五グリ君J迂7ヒスメシト渋市:1町三(!-;，f!J:圭‘ょ主，iJ. '~，'J; で~，:.1， 

いのも、 つの大きな問題であゐよペ(:恩われるふ

~5j 丈化財苦=恋 Ztlをの'，\;t背体帝1，の笥 ~g

円時j悶梓n!l:'d(士、 1976年に設i された口また主円!::Jj~;Ð ~止、 198己ノ:;:: '7打、

国弘、院認lせのコ1:京I[i~ISlriy~設総台 E 図寺、 (1主認はじE:京d，域dJ辿設

松体境問h案1iに上っ勺、選対門会国 b二指定され、さ hに、ド?明亙;奇跡

公医 l工、 lD88~i-、出家紋丈納涼議区 i こ指定さ去したという 1亡。それゆえ、

円ド!J-j;~~~j ;~JJ ;ri: iそ:五|抗上11立ブロジヱケ kは、単なる律コゴブ rTジヱクトではな

く、 l字書史文化遺産]最境の改修ブ汁ジェクトでもあることを忘れてはなら

ないn

文物保設については、 20:)211ょu月28R ~，二採択さ九ノコ文化財保設託、があ

る吋r また、主化財;示護区域内の(出会工事についとは、主化自iß':!j ';~Olß牛

1月 1出:二3毛布し、 200.3年;;n 1日よ乃花1rLI二女物保設工事管理作法
司、ある吋f

しかし、これらのi't1-tä、視はもちろん、計千;fffiä、も文化財1*じきのは九i~i)ユ

ら、その計阿b ブ口ジヱク;， ~'.~関する環崎? '~2'スメン" 'こっし、と関連規

定を設けゐ二シな〈、いまがに ~I'ドア〉状態が絞しにいゐ L 7~~がっし

国管述処:，.;t:~，~)寛アセスメント 1 続をさ:打、|玉i家丈物，，jヤー/口ジ 1 クム tt

EF可機関は丈 fヒ2j f1認定尚識がな九、評価機関である清半太子:所Jl:~ t~~}芦 7

セスメント検問も上長崎アセスメン]，:tAt与さ?の111-c:丈化財保註現;境忍習に

ついては計泊していないのであゐι

(2i 事例8] C~t京西一上一六超高圧送電線事件J

人民前科技誠治 hL::J:/;'川辺ιh.)W叩Ie、f)1"f'.CC: / G ~~ / ;':;:i2{l日/日以同 /'~~:-i iW 二日 lH I:1

1最lc，rクてス HI止、 2009年R月2CH) ~'1主昭一

究開法は、 丈化ヨナ保三芝区i疋可で円建設:苧:あ心いはそグバ也グバ午認を禁止L、

法投 l 手の施 i{.'~~むを将ない混合上級人民政庁文化財行政叫門 J)]pJ芳グ〉ト

C、当訟文化~H首だの人民政府幻許可を î'.-{ 公け才'....(まならないとだめている (fiIJ

itl';;条、 まt::、 2仰 j年;司 1R上心注手 弓れ丈允一リ討If湾主L比主発布σの〉文f化七財保=烹を詰2尖i主ミ
弛条F町叩可引1児8'条長も同t校帯JのJち規尾定手特"設没
勺阿i法去，1↑条は、丈化財保5芝機詞 IJ 午?引な保5芝計百を #ttt ずべきであり、 )(~1j

Lr:~青島J一三訂正誌町子炉たさ 1-)i!1jに長づ './'T.r:われるべ去であるこ定めているコ

ぷ j干:百タイ 1ル以、 、JヒJ?、?で卜一六愉宮i線路工程電磁福皇、J汚染苛塙i:b科三Tイ刊で抗

日可M!.~;:案:とあふ( r~;J珂主;南 京抱i与2 吋;員}

~::: '1'字00:J.: ， ~:'-~3) :ちIS lf3つj
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中|豆|の環l克アヒスメント法制l慢の構造・喧刑 効果(4:

の建設停止命令を受けて、ょうやく l事を停止させた。

3 )塚境アセスメント行政許叶の公聴会

2004年 7刀7H、百H工ぷ苑の居民は「公肱会開催を強く求める書簡J(原

語は(強烈要求再開聴証会的信))を北京dJ環境保設局に提山した。北

京市環廃保護局は、 2004年7月9H、電力会社から提附された今回のブ

ロジムクト環境アセスメ〆ト報再害を受理し、 2004年8月13日に環境行

政許可公聴会を1-J.ったc

公聴会の参加者は、ブロンーL クトの認ロJ機関、迫設機関の北京電力会

社、百円面機関の鉄道科学h研究防のほかに、利害関係者の宵吐家北、青草

園{宇'む区、天秀作も区、 7宮家社、功徳寺村、佐管村等のf午4と区の屑民お

よびE負和国管理処、同防大学、解放単:109病院、中同医学科学薬用植物

研究所等12の卜I1体ピ及んだ。

公聴会の主要内容としては、建設機関提供の環境アセスメント柑告書

をめぐる議論であり、その焦点となったのは干はり送電線路が周辺機関

および出民に対しご電磁騎射汚染をもたらすか台か Fあっ亡、油相困量

槻への影響問題は聡聞の範囲からは Fされていた。

公聴会においては、各部門の土棋と立凡が一致せず、その場で結論が

得ちれなかった。公聴会{託、すなわι2肌)4年日月 2H、北京市環崎保護

局は専1"1家による諮証会をf丁い、 9月4日に「公聴会立見の採取情ィ凡に

関ずる説明J (原語 l土〔関於馳証会肯;見;毛布~情況的説明))を発布し、日

月6日:二、白 上六送電工事環境アセスメント報背書を認ロJLたc そ

の理由は以|、のようになっているじ

~l)許{酌;去や 98年条例の千続梢光関連規J之 1こ 8~. りし令わせたこと、③

220kv /llOkv 送電線路に関して現在特定の基準がないこと。つまり、

2004年8月4日、国家探境保護総局は、「高!十送変電施設の漂境アセス

メン卜適用基準に関する返答J (原告は[関白高圧送変電設施喋暗影響

許伽適用標準的複凶1)(環陸j[2004J 203号)を発布し、制高川送変電

工事の環境アセスメントは、 550!n:超高圧送変電工事電磁波射環境ア

セスメ/ト方ほおよび基準J (J京語は l:i刊kv超高!十送変電工程電磁幅

削環境影響許価方法与標準))(HJ / T24 -1998)により執行され、:130kv、

2201目、1l0kvの送電線路び)環境アセスメント・審査 .~Z_ 口J ・管理にあ

たうて、この基準に参附することができるとされてし、る仁当該プnジヱ

北1生町](6-421)1813 [64] 



，" ミ見

クトの環I註アセスメント報告書の分析結果はこの某準より低いのであっ

ど、専1"1家も異議がない、じ2ノ'1'請人は高架線路方式を地下敷設方式へ変

更ずるよう要求ずるが、それは、総合管理部門と企業が決めることであ

り、環境保議行政主管部門としてはそれを強要できないこと、 8)1[1話人
が心開する電銭汚染健康損吾問題は科学領肢において研究する範時であ

旬、当面国内外の|失ιγにおいて明時な定詰がないこと、長〉専門家や凶

| ノ¥高架送直工事環境アセスメント 'His害は阪和国の嵐観影響につい

て注Hし、しかも肘泣持置を提出していること、低利害関係者は、当該

プ口ンヱク卜通用後発生しうる安全性についと憂J章するが、これも環境

保設管理の範鳴を抱えていることなどであるじ

4 j環境行政許可に対する行政不服中し立て

出iモ家苑屑民6.7，と白草園屑民34?'rが、北京巾環境保護同による白

卜 六送電工事の環境アセスメン!報告書に対する認可決定(風説似許

価審字 12004)615号)を不服として、 2004年日月21H、国家環t車保護
総局に行政不服中し立てを提起したまた、天秀花凶の住民孫iJ[i長らの

1名が北京市環培保護局による環境アセスメント行政許可行為!こ対し、

20(は年9片30目、 Jじんし市人民政1#:，ご不服巾 L立亡を提起したの

工)国本環境保記主総局への不服申し斗て

ア、行政不服巾し立てにおいては、電磁内染を深境アセスメント報告

害や公馳会の主要内容とするのが適切かどうか、北京市環I責保護局の報

告書への認口J決定はでの権限と手続に符令するかどうか、北京rJJ環境保

護局の番杢・認可は正立な根拠を有ずるかどうかという二三点が争点と

なうたc これをめぐって、各当事右が次のようにそれぞれの主張と理由

を述べてし当る。

イ、審査請求人(白肝家苑屑民6名と白苧園屑民34名の屑民土、北

京市t培地i:t，華同のブ口ジヱク卜環境アセスメント 'His害:こ対 fる認可決

定の取消Lを求めた。その理由l土、電力会社の環境アセスメント報特害

の許価内容や市工業局保護局の公聴会は不 l分ごあ旬、工事線路と出住地

の距離が近すぎるにもかかわりず、巾深境保護局は配l吾してし 3ないじま

た、処分庁は正当な恨拠もなく越十量的な許可を行い、手続連反であると

いうものである。

こl'L:，チ対しと処分庁 (.1ヒH市環境似護局)は、電力会社の環境アセス

[閃] コヒィ長60情 420) 1812 



'1'1五グリ君J迂7ヒスメシト渋市:1町三(!-;，f!J:圭‘ょ主，iJ. '~，'J; で~，:.1， 

メJ ト荷主書ゴ〉決定を維持する上う主張したι その理由[士、尽J克?'-:::ス

メン l、報#害の事'人がqJHh-C Ó'川、 E正撚千行:H1~ も確'人・正~h-c o'川、 3

らにそ :二 ft、 J士で、六f\~4>尚切であぺて、 i ニ ht:H-l，されそ廿 f，:11•

も苓 J草されている ζρうものである。

また、~~ 者の電力会社l士、北京市原崎保護局の;午nJ手続l土台託であ

るので、 ~!i ヰヲベ主ではないこした外，t'ú'Hffi 出 i<'- ， 当該ゾ口ン J クには

同窓ぷぷび地ん関係~-ßF守の託児n:手経て、 F示場ミの「主連事j 計三:二合致「るじま

た、三14~_'0， 'f ロシムク入の1'1 質 ζ 所存地尽における J;言j克の符引を 2iH に、 l~

j克アセスメ/卜手続>¥-'

るつ

会をわーったのは正当とあるというものずあ

ウ、同家政j党'f~~~菱総局は、 J1 Iのよ J、な L授と争点を総合的"考慮し、

行政不服訴査法iI豆諸は[行政慢議法n28$ 1 .:-Jt 1号ぃ主ゴ言、、ii
設ブロジ ι クト潟境アセスメントifi舎寄り認可1主(日制限許粧審，i' 

f20D4、GlS:r;ノを維持寸る決定をした

ヨ|仁川市人民改H丁への不1M巾しすご

高官そ請求人 f六~-í守花園仕'û区の居民孫新春らの 4 名ノ l土、処分1) 刀、法

律法制および7統にlペL、事叉をはっきりさ行なし 1主ま¥1片()::t. て~，~tj賞

ア七スメ〉入報告音を認可しとことは、 J~~ 慢十住吉宗および主主主への侵

害?あると 1亡、処分rTのわ政許nj"c乃取泊v争点めた合
これに討して処分r~' 北京市 J~そ!莞仮設局 I士、 1/ I(}(~干 I~J 申請人の提沖

資料lよそろってし 1て、出的形式に符台すると土張したο まf二、位、に基コ

示現場成事、-0tP9 ~ポ守 !iil，株取、:七馳会といった手紙を品じて、申請資料

μ 対して全面的 i二審査 1 、i:オ念会における利害~t;.f.手苔の立見千九省IJに苓

，~8: Lてから 11J断Lた結5ミヴあるとした。

rb 人民放!(;:正事交を ~~BY した段、行政不良主存在Jよ28条 1;B 1号の規ノギ

ハ j二 IT.i.f>-:、読者脊f士、 お粂1.::11 l号は、 者手楼問(!)担当日l門は、

後詰求人的目休刊なじ政行為lついて智子をわい、意立を事~~{_U ~， 7手9:'{;<河内

貢仔，~ーの|可意土 7~:三協議誌川容持た {l去、 卜ぷジ〉規定に釘って?一政君主管一決定客ト

オこJ刀す子主 .;ο

(-)司;紘的な1二政行為についと豆d央がH月， ， 亡、知県が侍'失であり、絞拠σJ:t室
屯が正e(、手続が泊法で、 司下手が安ど日一尽;J>).{) ，~:認のよ:場合、そのi 住 J幸を aさだ

する '~ ):立疋Lて1 吟

~::: '1'字 GO:J;.~19) :ち11 lf3GJ 



，" 

に来づき、処分庁が行った行政許可決定を維持する決定をしたc

引北京dJ計画委員会を被背とする行政訴訟

ミ見

2004年8刀13Hの公肱会後、北京市計画委員会が北京電力会社に対し

「建設工事，[函許ロJ証」を発行したかわこそ、今凶のプロジェクトがは

じまったとして、百旺'本苑の住民(5名土、 2004年8刀31H、北京市

五|画委員会を柑干取り、i毎t定区人民法院に行政訴訟を捉起した。 1J1'，告は、

北忠市計阿f;;員会の北京市電力会社に対して発行した 建設工事計阿許

口HJ'J 規迫市政字 [2003J0721号)の取消しを求めた。

l'fu:淀区法院は、 Z(川4年11)J ')日、当該行政訴訟事件を審理したが200ゐ

年4月18日に原需の請求を棄却した。その{去、原書は 4月2;:)日1こ北京巾

第一中級人民法院に h訴したが、円下行政訴訟は審理中であるという口

木f斗のポイ/トを手;の 3点にまとめることができょうじまず、電力会

社が工事着工前に環境アセスメン!手続を怠っとし、たこと、;大「、」じ"'"、

市委員会が、環士主7セスメント報告書がないブロンょクトに対して許可

('建設工事企岡許可証J)を発したこと、最後に、 Jヒ山市環境保護局が、

補充された環境 7セスメント報告書を認可したことである口

まず、環境アセスメント手続を行わず無断ご着工する現象は~t!;l市さ

も常にみられることである。これは、まさに[事例 7]でも検討したよ

うに、追i士コストが低い、ひいてはぞ口コストの仕組みの産物であるよ

うに恩われるロこれに対する現段階での対応措置は、建設[操業)の停

止命令、許制干続の期限付き精子'ceある c }.:.豊に湧#上がる違法建設プ

ロジゴクト:こ対して、このような措置で木15:こ対応できるのかc 答えは

もちろん再であり、その偏東となる制度的メカ ιスムを全面的に改正し

ない限り、個別的なブロジ工クトをしぺら処理しでも達法現象を根絶す

ることは岡離であるように思われる。

次に、環境アセスメント 'His害がないブ円ジヱク卜への許認可がIUJ姐

となる，十(内法にも明確に定め iつれているように、場境アセスメントが

ないブt1:.-ヱケ卜を認可してはならない (25条)，もし同腿定に反 L亡

住町iで認可された士号令、直子安十円"i責任苫とその他の責任者に対L、上級

機関あるいは監察機関は法に則的行政処分を科する ρ 犯場が成立する埼

台には法に員IJ'JJドl事責任を追及 fるとされている (32条)じ

しかし、本件ごは、同規定「反しとし、るにもかかわらず、なぜ法1こ基

[67J コヒィ長60情 418) 1810 



'1'1五グリ君J迂7ヒスメシト渋市:1町三(!-;，f!J:圭‘ょ主，iJ. '~，'J; で~，:.1， 

イいて、処271を守えなかうたのかι 法i!+を真中Iji:玖;むしない法執行奮の

t正法征夫な行動~，J、現?干の71ミ安1) な環境川染や環境破J王結呆を若:起しとい

るよ与にBii，われ心

宗一f圭:、;貢境深j生卦;r~ による環境アセスメ J 十 1R骨子ヰ:::，\'t ずる審査基

平 I士、現行康J五 f-~ スメン工、 j去制度お上ぴ技ぽ規riにより、建設7π ジ E

7 l' v')ì:夫主lな環境影響 1こ汁し\の子i~1j，うf折、許{耐I'HI:j的評加 をめ

ぐる;':j:叶であり.仕上己の権利手l詩tニ対 fる はないとされて:，，¥る日 J

したがって、北京市療法保設局が、指光さ恥 f二環境アセスメノト幸Rf:t-~.寄

したのごある これにつしミとは、半{牛 P問題rな f)、行政不jli申

し立てもなさタし おr¥rb'環境{品設 frzJ としても、公を J_rTIじて -:;~t'やこの Fお

も開きながら恒星;に行動して〉通る しかし、審査資料が揃い、かっ手続

カザI(十である時「子、 f，，~TJ の体ifl;(!) F "，: i土詳nJせーさるをえない函もあるこ

kカ合立主むきないのむあろっ

S 事例の分析

'-，主のつつの手引を紹介Lt' ~;l:' ーその問題点をお精し l、き行が、

じ:言;のつ占にまとめておこう

(1) 法的実効性の問題

t王j覚7でスメント手続十ラミh&せずに者ーしする建設プリシェクトウ少な

くない[事例 71と[事例けはまさにその典型例であるむ北京で、

しがも i'-jブレベルの環境行政機関のId円前で、にこれ:まどJ<:?:(.::ブロ

ンヱケ卜が公吠と許伺d~に反[て川たことから、 Jト医なかんずく:m;;;-~れ

区iおけるず口ンヱク 1 はどのような;Ik濯、に者小打て ν、るが法的平

[主がつくは f"C"ある〈てれゆえ、丈j主Lた近年の:uo%に心司 t環f立ア七
スメン卜{/)'}:1丁率は烹女竹を欠主、E家環境保設による

ま?ミ tここ引らの定法悦 J明のb艮州主見せたものと T号、われる c

なぜ1東境γセスメ/入手続斗%17をせずに者工するプ汁ジ L クトが後を

総たな， 'のかその恕11::二少士くとも;χの可古にある ーっ r--iは、事業

JELことっ アムス三一/l'、ヲ続i:t判j託7fi求。):山害物であるニ三 v

対江効「中外琉庖影響引包帯IJ)ノ」仁l絞研究 琉庖与陀党民世間正出法?玄在1;.Jィヒ
中、大学げI政紅J、叩6年 409 山口県

~::: '1'字00:J.:'~ I i) ::SCド} lf3らj
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アヒスえン~， rまf寺市がかかるだ!十でなぐ、す買わL，，;;政2干はJを万立らなく
とはなι)~i: い 7) ， Ç)-Cある心 ぺ td:.j、建設マロジェク¥の誌口Jt長荏を

f~(む現行政機R六äJi問!こ一ィける続的ょ作権と法的 l~幸u、欠古与しているこ

と。 とし=うじっ:手、 '<j i去が規制 fるの:ihA止符閃の許i<Jj;与をのも

のであって、行政機夜行:L!i間の手続的i主持シ法的況指:Jヤはな(.¥( L.tが勺

亡、行政機関が探墳アセスメ J ト売未履行じっ建設ソ勺ロジェク}-(.こ討し

日戸 Jも今

に::~ '，.;-JキTIJしたとしてもそわ:，.'.tJ Lて苅応で主な v込のがT罪状であ

るJ 二つ 11i士、述設機関がl荒j竜アてスメ/入手続を実施せ万無断で害工

したとし亡も、その手枕の期限イ寸さ補充ご済むこととある竺二 jしにつ

いて常に触il'Cえたように、あくまで許加託、む条の法的責任問問であ J、

て、手続J主反者に対〕て、そもそも法的処罰見定が設:jられて、通ないの

が問題?とちる n そ計ゆえ、千続持光主で辻、 1で1色ザ染や環;克破壊が進

み、現在のように縦士主悪化グ) 途を?どって，~、るようにfと、われる 3

(2;1 公衆参加問題

公ザ民参加が、 WiJ'古?.;.:スメントやはじ的とする環境保護間違活動:二三三
いてクローズ fツプさhゐよ弓になってきムの:土こく近年ぐっこどずあ

ぶっ 主のツつの事例lま全c，;'i~隠会のJI，で公〆:1;.:t;とお1続を tってい芸っ

そのへち、{事昔 81 :JJ:Ui!¥ T斗ァスメン卜報告音に刻して公聴会が行わ
れたのにおしと [事前7]は環境アセスメン l、禄弁舌 Pばなく、 l黒崎

貴:響 般につしミて公恥会が恥われている。まだ、[宇例7]で、清ヰ大

fの1:'JF:ii，宇治機関が徒IJ¥Iたi'JIVJ G'J環境アみスメント報特書に対 I-r"、

公株会2'>;.こ市めて初期間でEZJ可したこと:土、行絞めパ々』十 11ズム的

な性格が環境行政1)にも現ハたものであるという二こができょう A

またも[事例 71 iこれら 1~6 五うに情 r~不蒲示町長E;，~{絡んさ J る， 1 古

立:<開ヲミヲる」ことl士、:三栄を環境管瑚十政策決河活動に積僚がJに参

31 I-f-I出 l白方組末J訂正iI {1: ' 口同 円t乃報道! よる l、武法しつある企業が主主鳴

のi:~:z築プ汁〉工クトグ)認 "J 申誌にあたっ u 市戸の叩余りの機関を訪れ、 8Ci(i

J)印保守'事::-1 、 ι4 主間余りの侍i脅j を Jぷ、/:~ ::い "ω

:::"'干羽「口明司河1[¥:J-t; i~;; 梓燦許十ミケ?主将司t問題0iJ ä~t芋'!!， 4"J 刊j 台首政U~ ，'êi

Jヨ7幹部予定子:司11日)5守5:tH，17頁っ
3之竺娘、 ，n望il:4'3g 400 

，~UJ)ìn '>3 .418) 1 80S 



'1'1五グリ君J迂7ヒスメシト渋市:1町三(!-;，f!J:圭‘ょ主，iJ. '~，'J; で~，:.1， 

力uさせるための古ぅt)}的な手設であるはずである日しかし、指摘されナい
るとおり、こと抜萎万Eを誇じる海に情報公開と 1jンク !ζ考えhれ ζいな

}、" このほかにまた、ろと慌ず心1;言I古情平Rの執[宮古ミj:J:、い ζ 刀、うとr，r手庁t
が'1、明石ずであるというや:f-;商がな v、わ汁ではな

第4節公衆参加と環境行政許可との関係

公衆参加はわ政詳IlJ:こぶいて、どのように市世づけ bれ、いかなる役

割を叩07，'"ぐいるの小、 )11::者の関係をとのようにJilえるこムがずき去の

か日ニれ:止、環境γ ィスメン卜制度に手1い之、主わめ'，:a:更な問題の

つであるのと、ここご， J主境1~~議行政許可聴罰J につ可、との考案を通じ

ご見どみる m とlする〈

1 聴問の分類

1車市 γ:正日;義と狭義の鴇i討があ心、迂:寺":~の議日:よ司法議日、，7"法聴問白

liK{(K~聞を含む。これ:一対して、~)、義(!)Wè同 l土行政1志向のみを?旨し、行

政機関がi:f~*込・加国Ijを常:];じ寸る i祭ああし"よ H f.t:8')没~'JX を f丁う l経仁科l害関

係者の告見を!J、く聡較す三手続を指してνミるc 行E虫、批問はさらに行政ぷ

同諮問、行政法乏丸町聴認、 h政司巴諮問に分けることが lご寺、内政{丈執

1/H車問をさらに、む政処罰治問少 1J 政許制;~，色 3J? にう子けゐこ!'がケきる!'
、刊

と7し仁 ν，.Q~" 乙

2 環境保護行政許可聴聞制度の立法的沿革

lifz恥問[士、 19何年3月17~ ~":採択され、 19何年;日庁 IH 上り施行さ

れた行政処罰法ιlAth を置くにこれを d:~ 了て、国家3車場保設総111:ま 1999

川事奇f註=壬鎚

期 !2004ヰ ) i~::;買、

"'鈍 i~;~正 331主yし

県湖三笠院三三者J.Gむ4草月 t松川

中的環境!， 1，自色疋其啓示 幸正論我巨公民段

羽生日清窄的立f去ワ実減j 太、ドげ ~~~~R2()()()守谷間 :9 良川

判:，L':λ ， ，車場ι果議行政伝子摂Li制度初淡 目別{I会干ド*'2ω3年5刈81X"L)

11伏 2長:J:， I 'f政機関l二、 E32停.11ーの命令、言l可点あるいは免t:~lF O) 取f'J

~::: '1'字00:J;'~I 日) :::;07 17uJ 
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年 7刀8汁，..1長崎 f~:設 1/R1!:処罰排f去を t%択し、 1999年 S 月 [J ドよ月施1 ，

しん。向指法の3章3節はもっぱh環境行政の際問ア続lこっ v、らとめる ο

例え!王、 32粂で l土 1)草I立保護法律・ J士，~~・);fJ ~IJ に某Jー)詳、操業停 l卜

免許の攻消し、ある v、は江較的多軍司〉過料等重大な行政処罰決疋を1Jう

tllJ ~、ォコ百のl出荷手続十迂宏を i邑 ffiすべきであるJ 左京める J それゆえ、

行政処罰;こさ札るが、この時点では3車場保設守可tAUこ主:i~.'， -c も行政綿

34制fもがスゲ h トしたと っても，J:il"' 7:つつ

そして、，1紙法における公聴会規定の具体化として、 i烹境保、議行政許

í-IT~忠刊の瞥:'.静止と fJ良市:ま 1支局保百芝町政許可認証官:'.静止とにふ下 I ~車

という，"抗日持::(1月23R (.二国家探境保議総J~-;Jが公布、がある}

3 環境保護行政許可の聴聞の範屈

Uht武ブ liジ zケトに刀、かわる2兵士竜仏設行政計守J(1)長主にあ-("，，") -( 

十日このν吋.:* 1. í)~ (こiJ.0::S，l-，むもの:土木亦;}:を迎j唱するこされ.6 (~5間帯ä、
一月

コラミ)r; 

主付n十、次規、規Rじめ規定:一上品畏ょ克仮設行政許可乙T)実施いあh って、
臆慌を組織寸へき J さ、初公共判読仁かえ:，~{)1:.-Æ えなまゴi境保議行政[-'fヨj

のだ肱にあだって、 J~:'告ilb15行政主特告2門が~;l:.í1G を行う必要tl を認め/:

と寺、巾話人と1山きとの重よな利益関係iニかがわる摂境仮設内政許 11

;::Jうた勺て、申請人必主ぴ利:古rt.;係者が?去にぷっきlt慌を安求ずるとき J

にニグ)規 ';j~ かり児ると、{主主lJê 7 1 (/) I'J WJ 81 ;~，~目玉没透防 JH望ブロジェク

kにおける公1馬会の始動:二、国米環Jj百係議総局の職権によるものであり、

t:. ~L; の.}~-ノトあたる c て 1 て、[*杭 s1の北京;";-[ ノ、送電線上半.]"
口ジ】ろす入:こ Jぅ ~t}~ -1望;克アセスメ>}訂正文許可秘却は住民の請求~":J〆ご

とf丁われたものであるので 1 上記のみhこあたると尽われる。

(:-.;')汚でが指定すむき設;，-1ジ工クトをl注主、事業者が1宅地?セスメ

〆ト干R-~\舎の認 ;1: 斗 jfJ ぐ同Îf(、ト工!二五;づ友関連隊問、専門家沿よび公衆

の烹見を聴取しなか行た .L;~i 合、あるいは美大な烹見の不一致が守在 j る

L 、比t;~何事部内政判守巧政処-:'1;;-士?をf:y--)院に、当字手千が公聴会内問足を15
:台市る権十~Hを有するこ ξ を -ìjj'!JJ ~、当事名前認慌を要求寸?:， t&台、 Ulえ殺「叫が

顎院を*tl設ト¥である"定めている。

lil J ，~UJ;sn ，:r3'414) 180ち



中|豆|の環l克アヒスメント法制l慢の構造・喧刑 効果(4:

場合、I東I責保護行政主管部門は番杏あるいは再審杢の円IJに公聴会をfj.い、

ブロンェク 1所存地の関連機関および住民的立見を聴取することがごさ

るとされる(聴聞税法日条九対象7口ジゴクトとしては、@環暗に重

大な影響を与えうる環境アセスメ/ト報背害を策定よべき建設プロジェ

クト、 ~l)ì:白煙、悪臭、騒音あるいはその汚染物を発土とさせ、所在地の住

民生活1こ恵影響を及ばす建設プロジ斗クトがあげられている。

(3)計阿にかかわる環境保護行政許可の実施にあたっては、百円lOt再法 7

条の規疋がある。同条は))国家機常01画を除く、 cょ;公衆珂境権益にj1l:按
かかわる計阿、 CJ~ノ業種を限定する等の前提条件の下計同別計同環境アセ

スメント公聴会を認めているじ

4 環境保護行政許可の聴聞の問題点

(1) 環境行政許可聴聞の実施機関が不確定である G

上述の検討からわかるように、環境保護公~!ð会の開催にあたって、個

別計岡の場合は当該計丙の許認可機関が主催者であり、建設フ"¥1ジヱク

トの場合は環境保護行政主管部門が主催者となっているじこのほかに、

建設事業者も公聴会開催の催限を有するハこのよう γ、環境保護行政許

可聡悶の組織機関が多元的であることが窺えるロ

(2) 環境保護許可聴聞への参加権が制限されている。

1票上託行政1色聞の現況から見ると、それは、環暁 7セスメント詐可と環

境アセスメント処罰に限られた現象ずあって、さらに、海境保議行政許

可聴聞の記固については、対;見対ムLが放しいあるいは環境に重大な影響

を与えうるブロンヱクトおよび個別011固に限りれしているのが実態であろ

う。また、聴聞1悼法18条でl土、聴聞を実施する環J克保護行政主管部門l土、

会場条件守により公聴会参加人数を確定することがで主るとされてい

るョなぜ、申請者全員を参加させるような大会場を設けないのか、なぜ、

利害関係者あるいはその代表にこだわるのかc ニれは、公衆の滞境保設

に対する情熱に水をさし、住民の参加権を侵害し亡し当ると邑わさるをえな

0
 

3
 
し

(3) 環境行政許可聴聞の司会者設定が不適切である o

許ロH土48条では、行政機関が指定する千円該行政許ロJ申請の審査苔以外

の職員が聴聞の司会にあたるとしている ρ また、聴聞塀法H条では、環

北1生町J(6 .413)旧05 [72] 



C'門
市
川九」

J莞(時三七政2干はJグ)恥問[ま杭jì，-r:.:、の炭J莞仮設七政主情 z;;門が，~"，同司会吾を指

定[~ ，(か h 具 11;.~t0:'こ行い、しかも司会者lよ、環境保議行政主管部|ド[:こお

け令、11訟行政許可申雨への若手寄にiIi;た心117貝以外の者が折、円ずるとして

いる';;，.て、後殺な許"I*JJLあるいはも許'Ij'需査機常の夜間が司会

にあたり公正性に苦， <影響すゐ k 認め工場合、ほとめて;主的機関の ir~i

員 '1引詰:ま w汗1:憶病工作人間がfB'兵ヲる ζ ととなっごいる外
焼却の司会者とは 聡慌の組織者ヤ前幹者であむので その5!t:)1午]抗

位、資質、職責なとは公聴会の Yロセスおよび去If['[に影響してくる J

しかし、 1i在のぷ苦闘のロ者l土、任続安陪 条件おふび受注手叩i等を踏

まない v 、 l主按行政機関の fEれによ"て形成されてしミるので、~聞の公正

惟を j>~崎三さないという胡 '['J 治、ある出}いずtl いせよ白 1守却の司会者も

lT~:立の 力的jJおいよって確定きれて!当ることは子干定で主主:い

(4) 環境保護聴聞結果の活用が不足している

王t:士首j!員長官公衆与力日:士、王.~~:t:首公半、王.~~:t:肯民主、住民晴t:t:合格長田口のベス十

Jい p とあれ泊、英治アセスメン f政策決定の富丹十士および不政支性を

:古止ず晶子けでな〈、紛争防止・権力li[J ~I: ・政荒決定への思督な

院を最たL竹下、域代長二七二七設のZ主要な;rf.;;式の一つであるA¥ jν寸見解

ヂみられる c ところが、このような章受なじ:境公然参加が、訓 r~ I~~J :' :: iL 

tJ i;千九 7しご時折内:!-J;n亡し、るが、そ、ヮ内平手および主主長の夫効件:止とう
でおろうかιhI没詳↓，)訳、記:凶訳、 1車問貯$去のrれを兎 lごも、除問肯:見

の実際のl~f[]じっνzて、ほmあるいは不lRifの明記こいう表却にととま
灯、それに反すむ場介5勺法的安1:E:が設けられていない J それゆえ、除問

は企<T続の必要からなる免際的なもの:，::;.I~L~-可、ノL~Ã に ijしされている

kしhわざゐをえなし み

上で般討した[宅倒l]、[，告側3]0') rj1の王斉摘アセスメ/，、公聴会に

もお M.-i点 rJ草J走行政司 "J認三」王手当ーよ作人定ijl三初j君 素読む初完保設行政許"J聡

三官(-/];-;法p 弟お条自主流告，主"'f:i1'l~詰2Cl(\~{i'-5 A~ (t~~ ~ 33湖、 :13良

品奈年秋 r，lj早j主公 rウL早j主民で 三~{~，LJ票読資源:去L予約告主主 i;~I;2J河海大字字

椋 J工学拍子?科学l1:X) i' -:~:j 問、山川、 1 日司ο

1-' irJ珂 千 .J、能「環接影響許{円高1 陵中自 :Ji~-'1tlよ 1J-J判官ti.託手伝学朽2以i4.D--
6 ;t~ け :i:;il烈)何百

l 吉羽'主 主J司と'7. ')日間r

l，:3J ，~UJ)ìn '>3 -41 '-~) 1804 



'1'1五グリ君J迂7ヒスメシト渋市:1町三(!-;，f!J:圭‘ょ主，iJ. '~，'J; で~，:.1， 

おいては、公衆が必死 1 し、 f品{直グ)あ心建議を提出しているにもか

かわわず、結同行政B'n1Jを常1:限了るに二とができな1."とこ '0か、との程度

行政許可へ反映されて川るのかまうだく不誠明である J このようなポ況

の斤f寺には、 E図符J奇体系の t'"(' Gワ宮家権力グ〉部門化、部R権力の1:l'!1

人イヒムいう権力集中思想が校~ßt< ij支F ており、径済刈絡を ~61 ~~-:1る

lTf土偶関およびての繋買における保々な問頴が絡みやアヮピ決してiP.i1:!f.な

ものではなし

いすれ:、せ J 、 5E休f之を重視し、手続fT を中ネネ~-f る制 luj は、法制観念

とよび法的伝統ごあ";、工業J誌にt:tり議械とも{列列、vi土まいι実i4ciJ、の任務
-手言問び〉分間己および設疋であるということがで主るな 1;)ば、ヲ続

i去の任務:主権利j‘設務の主6'の保;詰 Jい 卜ごある行そ i~ゆえ、実科、j去ま

真l対J司もあるものいするためいは子続の公開、公正士運営を保障しごし、

かなけ才し;よならないのである

第5節情報公開と公衆参加の日中比較

こゴ1主で、 1[1:玉:17)1正考古アセスメント子)，17)-1'青幸えた鴻ヘdろト:1;.:t;とおt#l;itを'1'

、 l こ論述を j:t{:; tX;うてきた j~J. ~で:土、情報公開?公然参加'，'> ~')いての H'1' 

聞の相ì~ 占タ王とめておさとい合

"王Li"~'1 小 Hi=孟公 i ト:t! ;;;，~行政許可腐敗与行政m主義'-し、径二止J 17，'子二動泌

氏5恥幻壱 2;閉口CC7ギ J 日頁。
-，.，これに関して、 Jえの:J，'"から指.tr~';-? るミ事者//"、る n ま「、士長境行政理会:の

間話L t辛諸行政法執行lf;王者 I t 王手九千)がE立~を樹すでえ J-'_.{!(帆と Lて伝統自T

な球境fつが己E車!;;タ シの下む、税士事行止主計可に江ち向かつのを 時境1'-1ス

メン!、日誌可!。お¥， l. C も経同刊誌か使うモさせる K~向仁走￡ 次仁、 y)，、執千」ぎの

「法業Lベル内問題に」町攻法執行n(7) ij~j' ~:-- (1.、球上司呆iませ~j，，:識がィ、足Lていーに

それが、台直前な1君主'H;-J:又許，-jTの決ノlーに大きな影苓を与 ι(1.， ιる 長持、に、 l需

J寄保全I住畏 c 川、J'{]L~開。巧政?議事心浮九織機構ジ〉設定 I"H J: (FJ訟員配置管HII-.#

i:-~ Iff臼';'"あり 時境行政計 τ# 含の職員イrfi j:るかに不 ι~-L -~--.; i}ゆλ仁、比較的

定期間で大量(!i資料手持金ヲ ζ)(1)が何せ'-'C";:耳打、事企E午ロj結果に止後影響や fJ

えてい也、 L~ '，) ;~) 朱丈玉「我~f~~走行政許nH手， 1比片 ~*F:3疋冥';2菩J 子術交流

再o川年 1 期(f，t~14?fも，qì 38 .'39問、。

~::: -i:+、 GO:J;'~I;): :S03 l74J 



C'門

1 環境情報公開の比較

市
川九」

日本 "".1よ、 1968イjに公害対抗県本11が成立L. 1969{;~75' っ 公害白書

~J草取庁が没i吉守札たヰ王寺の ~972年から l草取は者へ ζ 名祢変吏ノをも勺

て環境状川 慌を i~，t< じはじめたといすコLCいる 1-; q-fïfえの i 合報公f，j~ 陀

量!Hつけて[士、 1979王手←ら神奈川県が議たを畏駕しはじめ、そして1982

~'+，1O月に県レベルの情報公帯条例が制定された外{'，')段、得的で行政情

烹公郊条例の v 法活動が指先:慢間免れると同時に、日J;~ 仁ぷ'，.j ても十古

想斗めぐって数多くの半}決が出された結果、 1999年、1月7ごに悶レ

ハルごの I'[J!iHz公開法J が市1]宋さ丸、 2UO;一年 1}一 1 日よ~/)bii q -i'さ1

情報公開i:t、時境γょ:スメンドにおいては不'1うえなすt捻であ i人間点字、
情悼の把握なしに\j:~~向きされ孟n正J克アセスメシトu:凶維である r 日本

方公!、 1I1体で 1二ともかく土、 f声認公明法施h'後(:~_:~景1主アセスメン ê，土

を路1干し汗玖米諸1":): 追っ亡、 riT治法制定時にま/:""，[育γ:校三洋、を市i'Yi'L
ごいなかJノチロだが、手;t首?占スメン l、に関τi心情報の開7王子去をはη干備

はの'1'γ組み込まれている .IGη

H木のまで境影響を見る丹、情報公開はh渋畜・平;著書，汗述書

の段階におい亡ロj詑Pある F 事業者はも以境保全の三池小らの窓廷を，1<

&O必どめ、 ha、省三(7条j ・ヰi萌杏:lG粂) .評価杏 (27粂 i をfYJ&し

た旨 ;;;":L;: びそのft[J，内 F十l 府令で定める半m会合十与し、対訟半~にかかわる

涜暗影響をお斗る純固め地域f:Jづいてそ札ぞれ[か日問縦覧に供ずべき

とあるこ{~JLξ 。公手与の方法こしと;正、土に守幸弘、都道!f←県または111町

村の公鴇や広報紙、または新聞へ5勺渇説のい fれかによるとさ札る -'7

中置でも、 51'111111圭の施行，+，白で情報公開問辿法がで主ておわす (2037 

王手 4 刀おけに政J7手伝口公駕粂杭が、翌行の25H じ康J足信 t，~.口調 j界?工(試

f丁)が公布され、同じく 20υ8 i!，，)，Ej l 日より M~行さ yしごいる J1 よ〈プ〉泊

ではじノふと同様であるが、 '1' 1":，干(通渋の~:pには防悦公開手枕について全

"宇古束、中;百k)，者定保主三/ステ ι l東洋法済新?長干1:，1999芋:2ょt1，

，'-特広=掲判=崎勇維事戸中住民、境保主i':1;;8')-:基々、巾IJlit附えJJ (中。w 市j l1，%~社、

2007年)29S頁。

if 浅野烹人・自i椙注.51~: 

-'7 ~じ i I ~持者・白(掲Ü.: !)・:)，)門

，~UJ;sn ，:r3'410) 180? 



'1'1五グリ君J迂7ヒスメシト渋市:1町三(!-;，f!J:圭‘ょ主，iJ. '~，'J; で~，:.1， 

く ~ä み込まれていな~， ¥ (したがっ lご、情禄公開ンステムを ~2~衆さき加 γ ス

アムと結0'::"刊行(:1きえ fいなνzことが浮か(;'{上がり、公環境ア4

λメシ卜の守湾イヰーJ主i二性 .li学性に疑r:f]が'lじむわけであむ

2 公衆参加の比較

日ノt": (.i )r~-Ï境影響許針語、を瓦ると、環境アゼスメン i への公衆鳶昆際取

はん法書とl宇治舎の 2段階でオ;"hr-:しているっすなわら ん注誉(ii条j

おJび準備書(18条ノ:、汁して療法保設の見JitかLっ意見を有 Tる苫は去

27fロ]i}: ~;条ぷ J r.r.:6条)の=から縦乱期間?:~;-(BC)説日から起詩 LC

;2 :i司問を約過寸る円までの問に、事業告に々して震え害を提!Jけること

が Pきるとさ九て，，.)る J 準{量古jの手続では縦誌するこ同持に事業者:~: J 

る説明会が持派されるが公聴会の唱すnついては表情つけ aつれてい右い
を午、境-IA:全の見知ごいら寄せら方し「立見1方法書，主存続書につい Cの玄ら)

につい亡、事染者;土、目、'!.抗聖書をョ己載し J二蓄積および:So，拡』むについ f

の事業者の見解f記載した書類若干関連都道府県河事およひ古河村長:ご送

付しげ条ー 1 丹粂 i 、都道府県知事品、摂l~保全の豆地かり関 ìi 巾町村

長の五:~，乙を J伏兵JB それを勘索 L ながらで芝山された五:~，ンワ書官i に自己，d:-1 る

とされる (10条・ ~J粂"

，[汁じた烹へJ 間議r，..;::スメン 1、苦IJI#~-C':正、む兄歩 i是山とさる者のまュ阿歩

回知ぃ係品関係地践の住民限定 L ご~..，:f?が、新伎町土、 y牟i惰F書lに:勺

L 

し '1凶8条、)J~、行依C 来5グわ勺!祁制1;浪担を i単争恥l止C~1 たJ戸8とされ4心)c 

公衆参万日は、その監視ti:~能をもって環境保全活動?検他的な影響を与

え、 1吉積収集fE力を補うだけ?なく、市民との合芦:形成のブロセスでも

まJるこされる 1ヘ「しかしながら、 とえ環f台~.;手当;詐 ;rtn i~よで l 士、 T丁放や弔業

とイttl:'との共{~j ::k.1おままコたくなされてJづらず、十古↑花形成への

者fワ予期1，1，されて ν、る ぎ命， I との批判ヤL君J克アセスメ/トグ)、下1，

1ぶ浅野三主人.Htit)i土主・日間
し浅岡元土、「ょ車騒影響討析とト吉報公開キfi'.参計!JJ京涜法的?古学T，市 lネ7し

い球底アセス dシ1法 そのi豆論J課題， 1，ホJ千法務研究会、 1日持l;';31)----::¥日頁n
Jl' ;:-:tl山l美恵‘ w;掲げ49• 39 f-'L. 

~::: '1'字 GO:_E ，~()9) :::;01 17cJ 



C'門
市
川九」

到に対すゐ住民グ)法的権利iJ)，さよび司法書斎が及んでし通ないシグ)批判もあ

る~，1。

こh して、中国汗航法も公衆参抗を認めてし、るものの、公脱会等

の共:01:)幸万日が必ずしも義務づけられてお円ず、 方i善行のつミユーケ}

ンペシ Jなってし みる〆 ~5j"与されでいる ι また、 在力U~i: つl，\て:票 i克景2

ミキカ語大でまJミあるいは影響を絞る EJEiゥザのある泊減住民hこ限文ごされ

てい心ことはJ¥iJj主?セスメン卜の土t;::1性を減殺すむ守).!1三をj寺つ

ぞれゆえ、中摂参加J士、合理的意思i再定への参加ではなく、意E

決7Eのための取J制百以収集への怒 I!Oずあり、さらに参加住民i土、 izt支/

ロジ」クドの t人施:ニノえすする賛??意見び〉提出ιとL7i'J!;zり扱ゎ九ていない
のが現状ごあろう r

第5:1震 環境アセスメントにおける紛争処理

以 の谷草の考案から評価法 :J~尺I貴?セスメシ f の支出にお~" lて、住

民の権干1;佼岩が発ごと t~均台の事f.'ioワ救{市規定を設けていないこ ξ 刀、明

らかとなったの ;L泊段、lま住民にやrf!j'_-~;fi-Lい権利をもたらしたの方、ソミ際

のr~~ l'肯 r ..f.: スメントのifJj'f十 Jj'\\. づ誌な三形で決右1-，J ~十られるのか、 1::t芦 7

セスメ〉ト (!)'-j;~ h主における ~U主の常利v苦手号、ワ救済はど与なっているの

か、 r~"う諸問題を究明「る必要立が大いにねわれて~ミイJ 日

環境アみスメントにおけるがす予の多くは、行政機関の":-1認可士めぐf

て、窓口主業者の緊断のブ日ンゴク k若 1:.:;~)弔により i長打 jムげられてい

る。そじて、支際グ〉異境 fセスメントグ主王座ドあた")て、 I-_~雪七
， '同μJ

市 l 浅間安志・前同;;J.~9 . 4し1民、

じ川品樹!工、 1 事業主，l~h改め利害関誌が強い13fT住討のき見;土ァ;Ji.~γ どと

まり、予撃手tLì~政も意見を司き i嵩( "いつ h 昆 r~の日向がgg:;'，. ¥J }.指tj;:j'!

るはじ;1:秀樹 l景15'ュ影響t.'f'-:，;品目j交， ，ι宗<.?;.?L:J:li!R高若 :-~-I G互の環抗問題J法"

政長束〆ジγの伴祝JJ:;~な常黒 :::&Jけて l法注文代社、 2008年:-312~rD 
.'i :E日:。花粉争にlよ E日:続的開発 fl' !II、汚染、仮Jj:i、保護お trrc~:良に i半コ亡

守さ匙こきfJゐ続々な牟訣刀みさ:王れゐ(ァ路発!鈴木常衣訳中fT:σJ環境紛

土公吉r被声j:7i:.こだt~:J法律主;援J 龍谷法予知急 3 号ロりり3'~) 76W.iっ

これに討して、主f高は、士号Jえア十:7、え/f' I句評(})イ、JL悶欠合口を:U1irtl \:~ ~じる紛

_~UJ)ìn '>3 -4(8) 1800 



'1'1五グリ君J迂7ヒスメシト渋市:1町三(!-;，f!J:圭‘ょ主，iJ. '~，'J; で~，:.1， 

指Uff:1 ，行政 f、服密売帝u芝、行政訴訟指1，芝等がよく利用されて¥'るよペ

とある， 4'章』ニおν，¥... ~よ、 [ 1己訪)、 f丁孜不Eぇ審査、行政訴吉、と¥，('/)だす

争評決ん^をi踏まえて、 11体的事例をうすがしながら、環境r-l:: ;J"メン r
来j).?fl';~~埋のちた]i~と効果を検~jl:. L， U本の環境アセスメン kの松情処J:lliと

の対j仁でその日是正出を明らか'，'ずる J

なお、 tit奇アセス l>i'(/)特録作やて-1，lにかかわる行政訴訟のJ~~ 史的

浅おもあ η Tセスメシゃにかかわる行政訴訟の公弘事例も11少ない。

ここで1;;(:')Jt)~，了刀諸事例の主たる争点 i土，;%ずしも Fセスメ〆 l、の諸致点

に当どはまるものずはないが、 4.:~互亡 i土、そのアセ 7、メ/ rに悶イ系する

点を耳1りあげて論じることを断コ、おく}

第 1節環境アセスメント紛争の〔信訪制度)

1 r詰境 [f霊訪〕の概念および根拠
環境アセスメント紛争における(信百台市μ幻の利用状況について総Ef

fるμ宇立って、まず涜i高 u言品市ur芝1 殺'，::_.r-;lt} ~ご、いくつかの而小
ら7芝日jを』日える必要があ乃つ

(イニfl.J.;刻l芝) と:土、 (人ι古来伝来訪] とも l呼ばれ、!?[l:f君主同に人上、!大

ラlえが手紙()息詰は l来信J)~山上たり、窓円に i斗向いてい宇、訴は|来訪]ノ

の紛争肝決を訴えたれすゐという、 砲のも政苦情処浬市1，定であ

るへそし、、環境、七三方!とは、公民 JJ人あるいはその位向糾総が

手紙・〆 jν ・ソマソケス・荒話 .gh 171]等円形犬で存設現場保護行政1:.

"g 部川;環境保護状似を報持'.~ ，込;表・主:見あるいは訴χの曜荷を提出

し、原J五保護行政主主守部門，~ '~'i:土， .悲J折、 v了処理する活動である (2D06年

l!~ij市方議法、 2条;':;

苧壬?汚干し、 1，'，る仁

バ 十、正 lこ道=主「ぶ~-=た見洋同=こ子こ己 I11干WJ若「現代中「寸法人門[第 4 沈lJ UJ 

型院 20()tj-f-ド i1川県 信訪高C，tf{;土 ; -，~，命苛えから共産旺と 般民訴さとの千円(0)

円滑な悶F長会保つ人めに受注 Lてきたものであるが、 %t~授は、夜、7j ~:玉注 L 基

づき I}.ム慌以上の人IT; Jl:Z:fc:に投さわm1'~に工品口~てを W~fW すり専門司窓口が設

けられたリ山火政府か iっ~;=r.政府主三 千百(i;~ :Y] tT) hな')-4¥人民代表大会、 μ

法機関、主;組出~~C)司;こ 4 設けら才しといる J LIl':JI秀樹・前例法、i:!• 2::;3只九

~::: '1'字00:J;'~りi) : 7合9 l7らj



，" ミ見

環駐〔信前制度]の根拠たる[環I貴信訪排法〕は、早くも 1990年12月

19日の国家探境保設局第4号令によっピ実行されどいたが、 1997年4月

29 H、国米環噴(思議局第四号令によ '1再度発布され、 1990年の排法はt与を

止された。

しかし、 200:i年 1月5H、国務院第76日常務会議γ採択された[信勧

条例)(同年 5月l日より施行)の下で、再度の改正に迅ぃ詰めり九たc

そして、 u桁克{言訪税法]が200時年目 JJ24日に公布きれ、同年 7J J 1日
より施行されると同時に1997年4月の l'最境信ilIii加土〕は廃11された。

以下、具体的にその構造を紹介しとおきたいれ

同締法は、総員 (1-l条J、環境(信訪1工作機構・人員および職

責 (R-10条j、環境(信訪]ルート(1l-15条j、環境(信訪]事政の

提出(16-21条人環境〔信訪〕事項の長理 (22-2G条人環境〔信訪〕

事砲の処理と監督処理('27-3自条)、法律責任 (:17-41条)、|社国Ij (42 

45粂Vの8申4o，l、条からなる c
同塀法は、行政長官責任制度を民間L(日条)、県級以卜の環境保護

行政主情部門に環境〔信ahJ窓口を設けは条)、責任ある職員に担当

させい)条)、接待日制l支を文行する U2条)内法に基っき提山された[伝

ahJ事項を当Hに受理できなしミものは15H以内に書面で返答し (22粂人

そして涼境 l信訪〕事mを受理後日o日以内に決着を十J:t、事情が複雑で
ある場合30H間延長することができる (30条九[信訪〕人が環境保護行

政主管部門の[信訪1処理決定に不服がある場合、決定書受理役の30日

以内に、これと同級の人民政府あるいはよ級環境保護行政主管部門:こ再

調査を請求し、再調査請求を主:tた環境保護行政主鋭部門は乏理絞の30
H以内γ再調杢党見を作成し書面で返答する (31条)0 r信勧1人l土、再

調査意見に不服である場合、再調査意見受領憶の30日以内に同級人民政

府あるいは|級t培地保護行政主管部門に出合を求的、 Kff合請求を受けた

現境保議行政主管部門は長理役の30日以内に照FF意見を提出する (32

条)η|級I単品保護行政主管部門は、再別査あるいは照合の際に、不当

な処理を発見した士号令、自ら[1r摂処理するかあるいは下級環境保設行政

主管部門に再処理を委託する(日条)"(伝訪]人が出合決定を不月liとし

て、刊 の事実および理由で〔信訪〕事項を再提出する場台、各級環境

保護行政主管部門は受理しない (:14条)。同持法の関連規定「反する場合、

[乃] コヒィ長60情 406) 1798 



中|豆|の環l克アヒスメント法制l慢の構造・ 喧刑 効果(4:

I東I責保護行政主管部門の直持関係者.jj'[j言責任者および(信討]人の行

政責任を追及し、犯罪を構成する場合、刑事責任を追及する 137条 41 

条j とされている c

各級王軍境保護行政主管部門あるいはその他の行政機関は、 1信訪〕事

項に対して、 :::0受理範囲に属し、事実が明催で、法的根拠が|分である
場令、支持する決定をもって〔信訪]人に返符する、③合理的であるが、

法的根拠が欠ける場合、[信訪]人を説得 fると同時に、関連部門に制

度改青の法認を提出する、〔毛主主里範囲に属しない、法律・法規およびそ

の他の関係胤定に待合しない場合、支持しない返答をするとしといる (29

条 1頃 l号)じ

また、重大・複雑な環境(信訪]事取に対して公聴会を行うことがで

き、きりに公聴会においては、質疑・弁論・討議・台設の方式で、事実

および責任の所在を叫らかにするとされどいる [29条l唄 2号)口

しかし、環境 7セスメント行為に関する[信勧〕事項;こ対してのプロ

セスと方法等については、川碓な規定がなく、これについて定めている

のは建設ブロジ J クト環境 7セスメントの行為規範と1兼潔規定(原請は

[建設JJI日環境影響評価行為準国Ij与康政規定]) 12条「ある (2リOo年1

月 1Hより施行L 同条を見ると、あらゆる組織および個人は、建設プ

ロジェクトの環境アセスメントにおける技術許他・検査モニタリング・

挙費・認可および環I責保護施設の検費活動について何らかの問題を発見

した場令、深境保議行政主管音1)["Iあるいは紀樫検察部111):，こ通報および訴

えることができる c そして、行政機関は、(工署名通報の場合、通報人の

秘需を守り、通報事尽について、事実であることを確かめたうえで、法

に基づき処理し、結呆を i且浪人に通知し、かっ処理γ対する党見を~!Ii取

する。 通報人が点偽ぴ)ii!i報をした場合、関連規定により処理する、(三〉医

名通'I+i害類に対L、具体的事実を確かめたうえで、処理ノら法を定めるョ

重要な問題であると認めた事案の処理結果を一定の範囲内に通知する。

事実 Pない場合i士、笠記しと保存する、⑮訴えについとは、[信訪制度]

の関連規定に照らし亡迅速に処理するとされているじ

環境[伝訪]のf古置づけと役割について、紛争解決のための救済制広

なのか、それとも、秩序維持のための民意反映の仕組みなのか、必ずし

も別らかごはないr

北1生町](6.405)1797 [80] 



2 環境〔信訪制度〕の利用状況

C'門
市
川九」

記 1[、，，;境汚染ベ境破jまのユ三スカレー¥:こ返れて、環境約市も増五日

の J告を J主口、[伝訪制度)を利用ず心ん』スも字、;t'-tl~こ i押えっ")ある口

湾境紛情全体iおける[信訪中1，烹1ゃんJ用した絞コlを大羽みiこえてみる

k、7<，;-[-]のとお ;1であゐι

表 5-1-1 環境 :1言訪制度〕利用状況…覧表

刈立川 1政 (713F 台訂以

163647 

I!Y9 230汁{ 民Jg'/'2

22P0OしM4Ou出Ol 十111 241141M7h77i4こ(j十1 l11JM9ヲ1}4九J2九44 6 

200.::; 男2~D88 LU2!~() 

2川9jj45115093tにd3452511i1340ソ3364U0 

主 1 :1 件可刊行十ア タに苦土日‘ Jカオヅ:.1) ;;'):二台まな1

1777ふ、

"'ムm
32、己l氏

、187165

λ~)': J:) ~さ7

ら2(-;16f

CHにJ"
72(H自主

「ウ「、ρ"にi :Jvt:u:.; 

コ)r;; -0"';1牛y ついと は占 i な刀ム p~\口 Y ふしと ρ 町町民J生主否定 C 主なし" 河

のJJ につい工、投讐， ，k訪fillTを得世利1して1る寸出引も介川町工いえな匂 r

別戸 '1'1-1-1環日年九l白川 己叩行年の-{~~i:j:.佐枝仁ム"科目

に二れによると、 ~996っか h の li:れ;慌で [イロ訪1 事件~，J字、連 i こ増

え統;十、 199G.if-'-(こ投書 来訪あわせて16万件であコたものが、 2005年に

なると7:5hfヰチ抱えている 3 主f二、 1997年・ 1999年・ 200年の米件

以が刑年定:こ't，ζ亡l、がった/いう例外的な現象を除:tば、 J，tフ"的:こ増

加し Cお 7、dc) ~，二、!空害総 fi 数はむたすり増え続i -j-"C "、ミ;:;'--こがわか

る。環J背 u言誌1事件は、 ')IJ牛:=i% 15%の割合でl官加し、 ('11(.寸亡す
る処理活動:止、もは千点境管理法曹111 活動全体の30% を I:~:I め Q Jうに

な勺ぐνるとも 1サコ2しといる

しかし、宅設絞F:止、環境紛争依決にあと J ての fこ訪制度、を利fII

~E/主主~.-~E麗散 I ~宰政調けr~勢 l' (者j完{守訪S;jキ要Jl2:lil及対荒J111烹時J克2003

年!:~1 捻 14問 ) 2 1.~i d 

l81J ，~UJ)ìn '>3 .4(4) 170ち



'1'1五グリ君J迂7ヒスメシト渋市:1町三(!-;，f!J:圭‘ょ主，iJ. '~，'J; で~，:.1， 

した全体の-7 クずあり、そのうち、味境 7三スメ二トにかかわゐ紛争

七予定~ ~，よ、いっとし 1 と ;r~ くらし 1 の;':11今を丘めるのか不rJTEi王ごある乙だか、

な紛争i特抗の'1'で、環Jj百7ョスメントをめぐる紛争も桔対的!こi押

えてし、るごととf主される 3

3 環境裁判制度ではなく C!言訪制度〕の利用が好まれる環出

これ 1，'I止 社会的 市:11主的、文化的な原岡が詰-んで、 aるだエつが

しあたハ以下のいくつかの安闘が苓え Lつれるc

?でえ

治~，二、~伝訪制 J立)を和1m寸るとユストヂ1丘 1 ミことが考えられJξr

にl仁べ亡、 li百万帝むを干Ufj'j~ノコ;まうがi土ゴス「であるとい

っメ Jj :、がある r くわえて経清状況が，~11?;い農村誌に行げば行く~，f ど l 沼

訪制使」が利用されるM}1J( ぬるじ 初jえは、 2002年?、南京rr玄武区1:1

白!村村氏(y)o. '1ヘク予-)レグ)野菜怖が汚染され、村上:(a詐取手投「都江

しようこ〕て測定機関:二初回ーしたところ、 f~ の聖子菜の錨定きに 2 万元

もかかり 計菜，J) f~r定安/ごげでま r トフヴ7cかかるといわれて、 I~~j ，:~~~とした

h いうべよれに:土、若下 ~~O~ttL 7~~ TI五、あるかに恩われるが、倍か』

生働いごもほげないよ4金をもひ)-つの見送しのつかな(，'1)はじに技人1る

のは現実I'IJではな ν九数百元から数「元の訴訟妥にしても炭D~にとうて

はんさな負担であり しとかて、よいよす部と出会うことや析心わけで

あるふ

第 l二、司法くで携の数骨がi空J(，、ことが考えりジしる)まで境紛予の致事)処

理にあたって、 l 凶難現象が~t く、 ~J平日f、子ト立を手iJ耳ごしても、門前払い

の結果が多く、(信~ç制度1 の "IJ 用を余浜な〈されるといわれる

γ、裁、刊では iL~lIが撃し v ミニシド考えられる〕男J克紛争の審理 1.:

主~ ~. ，";人その環境問摂じっ特尚、↑十;こ鰐み 1人立証責任じ)転換制度が 般的

に利用さず 1つコあるが あムゆる7支出、あらゆる裁判官:二 賞している

日F 包ヲk::r宇 己主Ii:'也何為l'H3"~~'不氾 イ六 J院主主祈時四rlj::C(>1 r 1l月:
円判よ!.. q:;:: 1芸r
;ワ 1'lJ併とは受理難問者辺容 川決前執行知を!，'-L
示芸 l~安 I f~- f'.'~申， 1支止解決争議的税制ロドドl釘中l玉説、午 e 長村こf;.( 2f)(:'1 年 1:

期2:頁。

~::: '1'字00:J;'~り31:7合円 lS'コj
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わけではないりま内、 iL~.止責任を転険し内少しでも、 i京~'. ~.::.lL ~r}宣伝が

まr たく生じないわけじもな νρ それゆえ、ま人的被害主にとっぐ立

まにはどうしても去四が'lじる J

第五!:I:，、利用右?とって(信訪制度)れ需は干むをえない選沢肢であ

勺ニムが考えられる 土し hうのは、決執行者の自覚〆レベルの問題もあ

り、んijJfj .?;' (士、/三主七市科書 ~~j リス?を tfiJ，えな刀￥ら 1 裁判による

のL首主演択[ても、そのL母校でおi々な蛍?ぶつかれ、被れ:t::てて、

約二ド百Jlj、グ).;:!主をi?EiまさるおえないことがlばL!まあるとい守山U あ

る波舌によると、 ilíJ]ニじ省司級人民法討の ~9何年から 2:')02年まごじ')芥遺

1 .主審判決JZ令Eょ2GG宮崎nーであり、再審事件:.;t239;)Ofーであるとし寸 v

再審設に怠ける原審維持は郎防i中C:'i:) :') ~再審事件のお%を i守的、 TIJ

を変更したのが8522件であ行、調停ある vミはそのillけ、10730件?とちったじ

再審事件以 1・日審全件、件殺のソ%柱!えごめるカも干ヰ審び〉段、審政1tE十Jよ

72'%に淫してし、るピいわれてし aる十 "j ~. ったん再告に入 ~Jt:: ìR 苦手は fii さ

れる可能性が充分あワ 入るここを約百丹っつ必 Jそれゆえ、近年、 ei誌主1

P おけぬ~ン十の判J刻に約待できず、公立な[常討)に上る判断を求

める一次的紛争の ~:~'fミ「が増え続:j"、それが、川 ρ、， -対オる不恒および(信

BJ.:制度、を利mずる安回のひ ζ ，-)とな.，て v、るのである ι
ていく!〆て、三fすます滑走続けている は、いかなるがで解決さ

れているのか、そして、いかなゐ効呆をあげナいるのかι 以 F、具体的

事例をあi)ごみ(i，..-，くことにする c

め鷲;核軍=民1主主主=買 --(t: [~l~: = 捻Jj Jち rs主慌時':'~:信訪 作口約百{.r:;;:J，~，詑江 f医

院坑退転28を 1 期~ ~O(}~ 初日7 員}

治問点;工、湾局紛争ではないが、持lU士会 T~'j守らなが，.主ふ ι也、 2"歳)
と結措拐された425えは、 ::::OUl年 7月に、 百五橋2下の7ずみをで主主.t¥を判よ常時:r4

L円人弐法院にfiiτ ヌプ二コ副院長グ〉本{牛栽 ;;:1宮宇Etl士、百件 1忘 ;41 に対して、 ft~十た

および岐却代を j}へわせた肉、 W.~ミを，1'めにりすとだけとなく、?とがJ禁!J主とふ

るr んといっ γ もか刀、わらす、 ~lF記 i土 1 年間続けられがγた:。主るう<Ü~L~はなか r

たので、最終前:やむ rl~--r、「イ i{士」の世界かっ「つf;i~J 内世肢に移行 lF令

トいう ('2i:，えく持 己主正疑・主砧f土日う・お お~)。

コl トJjd'j草月[:;::1，~言。目 l 掲げにG・5川口

l8:3J ，~UJ)ìn '>3 '4ü"~) 1704 
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4 [1信訪制度〕を利用した紛争解決の毒事例

(1) 事例吋公衆の要望による公聴会下

2o:rj:if-8 灯、 i荒川市政〆ずがTI] ~-~J品 R:é-;~荒川iR~長持、主主を:士市 i た f夜、 ;Ú粉、

15f下:七区のイ丁:-1':;1訴事右代表がか"，1'1d J i11; ;守[信訪、公室L7存情処I豆窓口j • 

環院仮設局掴建築:事法ミ主局士どの窓口を訪ね、 7主税 i事は沿線住民の

生存球墳にfi¥:骨をつえうるなとの環境問E立を訴えたごに二九を長けにおお

年ll)Jの-1;)..1めに、この接線ユf計が古仁分開Jf修正戸れ、↑、)'主の椛イピl吋住宅

区i沿ける13ωID存の屑民の被りうる耕一之お」ぴ窃干寄りじfi削減が配i毒

された rいうまた修正案の中じ、取J克 tt:: N"fi:市íP~，土ア事設計者に、高 c'

3丘、内角1，，1を(/)r;t:膏l専などの行I晋を ょう段丙しつにし -，fょ)

fこが、沿線仕H~\立、修正恨のプランに対しとも依然とし亡不安ごあっ

たυl!!l;~::~通路側按判:の環境事響問題:二重大丘公 1:、 ~':I~益にかかわるので、

行政計可v、の制定に土り設計索にツいて、沿線住民代表.f4{;主 í~~設組

・~内外iTJ 干右と専門家がさ2!)U ，1 必球境保護公おごとを聞くてきであ Q

とL燥したη 沿線住民l土、阿部通路側接規を利用 7る貨物車が南，LJ郊外

公亙をj主過宇る頃合、とと懇環境を破壊ナ品おそれがあゐ 1 見にしミ犬、

以)(B イnl 月 2lB 午{去、正玉?家主>:-~境保謀総 jlJ 副防長(1党総境保護剖品市:J乏j

の ii1i岳は、 7 名の所合者代表 ζI~談会を聞き、代表者の尚Ii!.と建設を~~ぅ

耳JLlこ向、深川市政Ij:丁の夜係忘れ七に、公聴会の羽催法考去るべさ lごあ

る!.指示したようずある日このようなも政指導や住民の反発グj結長、.'j

:をブU:.-ェクトはまだ君主に弓っ fいな νzといわtLてv、る。

本件以、多数の行政機関 1);::~，口を i白持討 I-!n し{来訪利用んしご)"h 比

較的に効果をあげた祈なケ h スである 3ζρうのは、作fそが環境アゴス

メン l、紛争を多数の行政の笠口， .訴えまわゐニル l士常:::Jじするこ kヤ

£ξカヘ 4，::fl戎ιBCi)青sii.:.;;: ，ゾロジェク|←/ワ/を王さ4 たり、ゾ日
ジヱクトの著~伊予f期させたりした f~J な、 a 対!) :t::的ものとなったっその

L宇、[h;1士、様々マあろうが、少なくとも、意見続出作民の人数3、多く、ま

た，1'1家l世J註i点差拡l白jの iからの介入がそのがずは;につまがったものとイーえ

内主しる}

京口，タイ}ル~~、、公衆妾求苧行涼d2阿部二百iê: rw.L，:11 間接殺事涜書~.!lf許イ，公聴

会実)とある(1司I可u痛 常持汁12・'2lt，i口

~::: '1'字00:J;'~り :7合 1 l84J 
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(2) 毒事例101不十分な不動産開発環境アセスメントの始末';;:J

同j ょ~rdit~{境保E全部 1"li 士、 200伊川ニ 1 '7じ 00(1'の t';境開育士J三 1奇[， ，(お丹、

処理iこあたうてよくれ j是と企業向1引先みになってし-.，t: ')とい与の:土、 4本入

{件ヰ訴えぴの〉式吋寸家と

周:辺与}泊当;に，，士E廷さ築1物宅等カが，"{何可もなか Jつた LかL、1骨99年以後、 その司辺地

λ 々こマ J シヨ J が立ち， Ir最から'~1:ー伐の立さまでマ/シコンが建

設戸れたc 住民:Lt、向らーじ場千'!!-斤1二手1/，越(てきた?も刀、かわらず、-&

f再処理提出芭の90%l-:J.jが新設住宅l寸kょの住民であるとし、われている J

この情況の下と工場はキ銭の資金を費十ししで世J-~t点差ぬ誌をじ文普

し げザ染iJ~ であればと147告であるが1 、 200CJ 11 か町内染物tJt!j'，互 Y撃を 7TJ 

7 lたが、依然としてl商;72仕上古から苦情が殺到L-，ごL通た戸工場は移阜ヘま

考えだが、ぞれi:f'j'うヰ産損失:土 1・G-r万7:び〉英大企全住lもlると
しミつ、

なぜ、こiTJよ与な政象カ;出きる iTJiJ九専門家;土、その収本iねな起国じ

っい亡、 1長討の不充分な計苅や環境アセスメント~，\Î!;対象へ乃管理体常11

，'--問題があぬシttilをfぬ口土いうのは、まに建設プロジJ グト分須科

に問題がある 例えi工、内積"込ヘクター Jレの不動産時発ブロジマ

クト l士、 さしぺ νイ理由v士、そまョ己表に記入すξどけで;"1'首

アセスメン入手続が，芦まち九ているつこれに対!〆て、鉄ftfi物情浪芸は、

涜I立にi業主lな悪影響をラえるので、厳しい原l克7セスメシト二子司にをしい、

許iih報青書を売!日!な<-c ~， J な円たい。乙の1翌日の下ぜ、{十守バ!1の jtL所

u告を建 i王ずる5勺:二金壬E聖がiIi;心として許されないが、 見に鋳あ l

湯の l主Iりr~、、 f下一(-;: >-シ日/を詰設 F るのはや~-%i) ~"~~干 "1 されるとい「

これl士、いわば政府をはじめ/ずる割J 市 1主投部門の下関ア七スメン~ ，.~ 

かかわる間諜でもあるむ

不動必業者は、政府都内の都市計而におi""Z;制性的落と l八寺，!出台

ず、「下←己|川地円辺，1)療法影響斗まハたど ;1五しない

によっ、:土、住民に 1市栄企烹はまもなく移転J と

造的、 jjE口、

しと主がら11，'，とを

口 J京;百クイ 1凡{ぷ、 住宅区居民]:.-，;作J投了五不断只因日抱月現~'F不到j ↑.!l. J -eある

(手呂tz主編、:m亜局t揺さ IIT者I主少千葉例数荘註門大学出版手1，:2oo(j it~ i 29点

， i1 宇:~{，Ir，:lt 寸~i:fL fr 1七羽詰Ii:i't'司'J掲n:63. 30-31口J

えしよsn'>3 '4UO， 17D? 
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議入さJ子、住民を苫しい原 l克~，-: ~!iい込むこど}よって、底分たらの金銭

的bL内を1ミ指して， 'るのである乙このうースでも、 [':j訪制度;0"'よく

利用されて川ることが 日断然で止るι

:直ぴ)2つのそ許何;土、環境影響もう窓の解決に 1"1けてもいわゆる(信訪

制度]を利用Lた事例である この 1王か、裁判制度の利用 kり erミ詰制j

f定〕のれ rr}か町まれる 1'í~ :;;:少なくな~. -'0 飢え i工、 1十，J~-;--frh玄武:三環境紋督

管道部(土、 ~O()2* ム牛肉でtL'"から 74 :llJ f与の !J'司馬汚染 iャ問すむうを悦を受

理 l た c そのうち ~O%!)， J の者件が、訴訟条件を満たしていたが、裁、ど1;

による問題解jたにあたった勢、はなかったといわれ、いξ幻かくしこ、

[土、 I1日訪景山支)がよヘ判1J)jjされい、くわ i十である}

5 環境[i言訪制度〕を利用した効果

ここで、 トに検討:_-/一事長境 :1戸訪]の対象紛争フ~;し、語、:二処迷されて L、

るのか、そしとその効果はど々であ必かということを考察する必安子ふ

る l去 0，•••• 1 .... L 令官~.r:H) : 

表 5-)-2 讃境〔信訪制度;の利用と対応状況覧表

l¥ 'W日 ぞC)う lろ ヲ"-.;')ミ Jヲ

-丸"子ー引守口同払U 
思~i可み 非t ペ円ふ

来訪者
面l~出涜み ~iり 仁円ふ

'11叉¥¥ l汁訂l
総数

0，;1， ζ 1.~-: (';{ 

1~)9う ();'2日 '3 ，H~)'? 95.8 自にU9 沼市ム ，1--1.;) 

1%'( i伏3'210 lO~2~14 9~). ::l Fよ、28 2G~jü8 :)I.t3 

l~J泌 147円、J 14よ367 9G.4 0:l7:Jl ;)ぞリムlヨ，ム唱 38.5 

1 ~lS~) ?，}.13';0 ??，(W~ ，; ~!S. 7 ;)887っ 〉日リリ明ιハ" 4，) 1 

2CJOiコ :>IT?'~ I :2'.¥"，' ;'-~:<l 9G.CJ 13~H2λ CI'2Ci:) 1')，0 

2001 3ら9i12 。;:):76さ 叫5土 以)S7ち 7'ν:ーワ;~，ワ』 93さ

つ ()ú~; 1351:?0 : 13380 05. ; 9n7-1G 71とフ 81.8 

三003 ::;;::)986 につ3333 、)5.7 1沿ゾtt: 7 ゾ~)3~1 か0.7

2:)(j.1 ;~ ~J 示日~，~ :)712~13 01、↑ 1 'j:ri!10 円1"，'26 ~:d. ;{ 

2:)(，;:， (i0824;: 54~121 89. :) 1423布。 ~';82 写 7 ι2.0 

士 1 )与統;I'i' タに子、;-~\ .カオJつらのは合ま令 1.，)

つ! li;; 心fキi つい、 投Zし〈ぶワ勺窓口， ~~~'ü 、-.-;:，叫 Eプ主Iよ百万じさないし :;，jー
の汁「つい亡、午敦位声ー宍訪4;./用 l と る円出作合否定ご主えよ，" 

沢民 '1同士五境午髄1~)~)7 ---2:)0れ午の各年11唱えによれ作"丸

知民主く押=日凶耳霊 前掲i主同 ふi員 η

~::: '1'字00:J;.刊91:7合i l8GJ 
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衣:i-1 -2をみゐと、 990年には投喜件私より来g1J音グ)件数が多

か円とものの、将司になると役書n款のほうがt転し、しかも急速に増
え続け、 20CI5:tj-にはなんと来訪者件数の，1.3倍?こも己主していゐことがわ

かる 3

また、 i，tj~ r.r)処理法九件数の割合をみると、投害のほうがJ上制的:ニ多

t 、 2ωυ与の80% を|託けば 1 む%以上 hこな~:) "♂いるごいりたいなぜニの

ような?ンノランス ;;:t.:次恵tこなっていむのか、そしてその計マい主LJ国.)4の

効果ほとこ:、現れてけるの小、

イ古が?手かr}'Iがるの C.Jcるn

より具体的に見てみると、;くのような支

(1 J探境[信訪、(!)特品作がその災効山ι;二影響する。環境[i百訪lに[土、

I t'!;連範llUが!土、く 技術性が強く、証拠収集が凶球で l信訪]解決泊、

難しt"J日という特殊引がある ま.-，信言j(: 事件じおける吉絡の対立

位、問題0)抜体性な)てに上::)紛宇司、直ちに骨:(i:丈「さな".，c この場合、間

泌が毒殺し、干写:t三a};Jある y¥;土多数[信訪)の l 専業 11言訪~ J のんJ

[11:をイセりあげるウースも少な/ない J 東J己郊のある省にjづける

人の 9:1認が古[~.であ f) 、 Lfi' R!J] ~，阿の最も長い人:幻自 叶年当ャ:')統

iJ亡いるトいわれどいる 1司 J

1，:2'] C:':J一品1者:二、同じ手紙を多数投「るこ ζ によって、[む3心情報

少ji;める A 多くのi由読者:立、関係部II'jおよび指唱f昔、ヮホ，0:1(呼ひ笥せ、〔信

事項を迅速に解決ずるため、同rたJ容の手紙を多数の1'{Ej(機関に投
書するこいう似iりがある。配達3れると L二ろか多く、この処7型に携わる

人絞も多;なり、解決!こ来れ 11-1-¥ナ行IJに情鴇がLLまむので、捜i民鴇告が対

り出寸か、あるい;土わざと壁写作:1問題!程決会妨げるのである A

， 31匿名通市が多， .式、め、事件の~E辺な処理:二つながらない。透明書の

丈章表現能}Jなどの徐々な事情;こより 1 その】市幸弘対得が不明確であり、

あるいは立維 14. 全 111 弘をウミく場合 !J~あるつまた、 i告没者 J立、|圭名で通

る手段~:J ¥干1;煎するのず、通報人と続認λ皇草分ミ取れす、実際的詞

骨?の糸口が見つかっと l ミ .L;-~i 合が少な/な I • 

':-1 )j白報内将カ事災ではないため、混 ~Lをワき起ニ寸」こともある v ある

，:')f サ公述「羽詰13訪均特，;:).和也)W万討てJ {oi， 三 2以"1守 7 元社 1~);ミ。

。7Z忠l冨 IJJ.¥有体出1，、信訪 作如何史有成効J P戸選科学問(i4jとIs，M?l聞の

，~Uj:;sn':f3'398) 170の



'1'1五グリ君J迂7ヒスメシト渋市:1町三(!-;，f!J:圭‘ょ主，iJ. '~，'J; で~，:.1， 

人は、関係7;日円0""1注芳:をヲ[，内めに、自分の懐疑、指日。を事実とし lごJW

し、ある人以、動機不純「、でっちあげに弔怖を通報するので、、b訪〕

も」宵加するι

i:)1事件処1霊能力と新知識のが足が、 u言訣)効果ド影響する 3 療崎被
壊者 J士、ますまナコンビュ←ヤ?インケー f、ソ iな〆、のjt;進的手段を府j

ffjしC非行に走るので、'Ii(':処}tg.-Aに知誌ー際}).串fI処洋~is放がさら

に必妥 ι なコてくる 1 かし、行政部門:，.'.:1 主の ~J"'\職員が不足(てい

るだけずなく、経費と栓非常!こ不足しているといわれているぺ

， 6));岩崎q-i-If立の対比、が軽いn ~1世 J-~fj 政日刊の r'門訪ご討する議持1，皮が

辞¥:1. ~ゆえに、[i日 51、び〉紛おをしコかけ処悶しない、あるいは行政機関

の相互間ご責任在押♂(，[cjあう;医象がしばしはあるとされる的η

以ょのような実情かり 近年、(信訪朝の利用件数肝不llJ'にi牌加

I_-C¥'るこ kがわ1"る仁 :1戸訪印 1去し、ジ〉中でも投書J4iと訪を比較寸る k、

投書はかかるコストが:低いので、夜長);1こにべて)ムくれffjされてしミるーそ

の結鋭、 はじ統計γおける利用件数の倦差が'iじたものとj作目される J

まι 、投書はう伝Zbよィ)-131唱さ Hヤ jーし市があり、自".視されるこだに上っ

'.設害者が祈念Lた件数Fよー記統計の処:は存立人戸 タに組み込主 i-~.口、

る可古Ifj~l が問い。その結果、両者注文書ζ 来三jjj の処理学の伊予ぞがととま

れ、て支去に tt 宇る .!J:~~主宇の言;11'守が非常仁川町くな"ているとい支るどろう合

いずれに寸仁、 i岩え続ける 1信glJ量u皮〕干UI'に徹底的な処連対応力i追い

ザ jかな ν状態が続νてお :'1 、環境[~~訪帝1，定〕がフftょう?に機能していると

は煮えないーそれゆえ、(信訪制度〕の利用者は非常に事lゅに紛争解決・

湾境保全という l-_-Jt~ に法寸る件数はで〈わずかでありも制度利用の支民

的川県が足えてこ士いのが実情で晶ろう

~J，~(土、環境 u百訪制度1σ) 層、本的んijffj状況である。そのうち本稿の

アヒスメン kにかかわる今 h ス:1どれだけ含まれているのか。 中間 l尺l~主

年鮮では 〆 LJ烹境!，'i)-U主・ i票j訂以主 l、/ぺ買・大会 L~宅・騒警八発F月

への怨言語、仕事の1E皮、 lゴノその他生との 4)Jit flから液百|がiJわれとい

るカ、 γ ィスメン卜;ニャ山、て日付支の料、吉1'1ft8刀込たてられにいないので、

時湖」ヒド;老口 71 紀幸三倍 j~~ 斗"r，{，'予，.)信ib守ミf-t干支半江lJrtゴ2Ctii寄手つωフ守S元社 ι，.，-;::ミ J
69 点守主民 Ij吉正万z在行i今~I 特古、成凶ノ!:，t kiJ古 秘舎?00i-;i;.:氏問辺宍

~::: '1'字00:J;.刊i): 7部 l8らj
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その訴持l'なーアーク;土 p月である J まだ、学説沿いてもアヒスメン 1紛

予をめどる k~土んiJ J-T-]問題じっ ν ，議，~ 1L'(いない)アでスメ〆>*分市

をめぐる[伝説制度)利用のラ』 λ;工、来ぷ的 vこ~"ミ絞日ーのノI' (その切ノ

に分類されるのではなかろうかと推測さ h;~(. 長体的ドは、 fs':] ぇ;ぎ、剖i

市訟では湾、食巴立地に討する 7セスメ J ト認 IIJーをめぐゐ争い、民や;1'~1~--ご

はJl!L断ート i~'利 ffj 工場のアセス〆ン k 千品売をめぐる苧~、などのウースが苓

えられる乙

第2節環境アセスメント紛争の行政不服審斎制度

環境行政不服審査制lえとは、 1正境 1:~~議行政明H'J;が、公民・法人あミい

はそのIîl!の組織の申請:':~&~ゴ主、争議を引き起こした療j克行政令ï!1引ある

いはぞの{也の九一体的税境行政行為に対しご再審色、 ¥ ア〉いコキ引七、 σ)J~

t支を t寸i1Jf持l'主であるロそれは、町子告保認さ5門内苦1:(/) ff:l. ，{雲市11芝であり、

援の主主百j法治討)rCもあるとされる7'-'訂以 ι まr.いγ一川、のIfnから
涜i高行政不Dll吾首その ~:IF芝的枠組みを紹介ずゐ二シ iLL 犬、 1，/'::' 

1 環境行政不服審査の根拠

2(1何年以月19B ~，二、同家現;境保謀総局:立、 2(X)f) íド主主 7 I口;間務会議にお

いて、 4景1克1J政不服通i有:.f::i主ぴ行政:;D訴貯伝(原誌は L底噴l'/I(t短議守

h [{[}.:~; ~}t:i~，f id-、J)をヨ決し、 200l1'r'.2 H 1三より肱行Ll::o [;-1]母子iくはお

か粂からな灯、 4 大か~')，;=岩雑な環境行政不nに;苦手脊事件に対iて、環境行

政部門がき柱橋:2H~門}共同さ蒋設する軒度目条八{政.1、服審査機関と

での法的職責川粂~ j政不服審容の:主連純国 L日条)、具体的手可完(ウ

までは行政不良主存在千様、 2G-----29条;正行政訴訟千五松、費用負拘 ~3ょ

条j なとヰ均千置す JJc 同j事法(立行政不 111{審杏市:1肢のI単 J~守分!j'+での J商用で

あり、点境不服トド i')て千続Jこ法的有Hiどをワえよ弓とするものである，)Jっ

亡、 L岩崎?セスメシト紛争のt:"';fk不服審売も|司，;/，恥とのr)d<J)Jutに依拠J寸

IJ'ノタLiなものとしミうニとカで主ょう日

npZ長ド毛 l 詑i景j~~>hr支 μ 決 jμ凶 i車保産業7Ci\ぷ年 10;(1' 11 H 

l89J ，~UJ;sn ，:r3'398) 17らS



中|豆|の環l克アヒスメント法制l慢の構造・喧刑 効果(4:

2 環境行政不服審査の受理範囲

環境行政不服審査および止、訴訴法 5条によると、公民 法人あるいは

その他の組織が、 l軍1在行政機関の貝体的行政行為によ旬、その合法的な

権利利益を侵害されたと認めたとき、法に基づ主環境行政審査機関に不

服申iてを提起できるとされてし当る。このことから、環J克行政不服審杢

の交理範囲は、 lσ工
ぐる争い、(喧③立岳)l環草J峰克1義主務履行要求をめくる争い、:~:!)~培地行政許可をめぐる

争い、~)環境保設部門の職責不履行をめぐる争いなどの場公が苓えつれ

る[不IJI~ 申し立亡は、行政訴訟と同様の受理事E凶を有するものと忠われ

るので、後述する場境1T政訴訟の受理範囲も併せて参照されたい)。また、

行政不服審査法 7条には、行政の相手方は、環境行政機関の具科、的行政

行為の松拠たる国務院各部門および地方各級人民政府の規定が違法であ

ると認めたとき、具体的行政行為に対する不服申し立ての際に、当該規

定の番杏もあわせて申請することができるとされているじ

3 環境行政不服審査の管轄

(1'1県級以卜の地方各組環境保護部門の行政処罰ピ対する不版巾立亡

は、環崎保説法40条の規定;こ主主づき、 級上のE黒崎保表部門が管轄rる。
(2)県級以卜の地方各級環境保謀部門の行政処罰以外の具体的行政行為

に対する不服申半てl土、番杏請求人の選択によ打、当該部門の同級人民

政府に111請しぐもよいし、また上級環境保護部門に111請しぐもよいとさ

れる(行政不服審杏法12粂L

似国家環境保謀総局(現存の環境保護部)の具体的行政行為に不服で

ある場合、国家環J責保護総局が管轄する(行政不服審苦渋14条)。

l川)環境保護部門が設立した派出機構の具休的行政行為1こ対する不服巾

JLては、派出機構を投JLした環J責保護部門が管轄 fる(行政不IJI~審膏法

15条 2J頁3号)。

(5)工業局保護法律・ 1士M・1品目Ijにより主主権された組織の具体的行政行為

に対する不服申立ては、当該組織を主管する行政機関が管申書するけT政

不服審査法10条 2J良3号jn例えば、モニデリングステーションが地方

竹環境法規の授権により、自分の7，義で貝体的行政行為を行い、相手方

の不満を引き起こした場合、当該モ二タ')ンゲステーションを直轄する

北1生町](6'395)1787 [90] 



5

60

60

7



'1'1五グリ君J迂7ヒスメシト渋市:1町三(!-;，f!J:圭‘ょ主，iJ. '~，'J; で~，:.1， 

芯茜iヲ年お上r../1-{i~立，~t.~~斤経費 l士、炭J莞仮設七政主宗主z;;門の1/R1!:経費(，:組み

込三れ、同級財政JUJ治行1¥資7iJる〈環境行政不服審査ヲ保境l心上31条}

が、現段階では究分保守主されて， 'る状患で:土ないむ

(3) 環境不服審査制度上の問題

(信Eh制定〕主行政不服番斎品1fJ'Zの関係が限W;f'であゐιi素i克[円建訂正t

土 W-25IJljの1:[うした方1事JH(.こ対ヲる処2Ej?おむが、行政不服容音範国

に騎 L.~:し h あるいはそれに心事者が不服であるj話台、ドZ訪条例〕 fつ

よぴ jJ最境{三抗議itJの規定により、向調査・丹諸手続告白うことがマ

3る(表J訂j-'1[:%不jli審告:tj~炭J詫応言行持法 l?;;~;員， ' しかし、実務にぶ

いては、 1"1在はつまく 1j / ク:ない今一スがしばし‘士ゃあると:~;*1る，
ぷ1:のょっな民地行政不111，審査同制度的枠組みの ~_!J で 晴、境 7 ヒスメ

ノトをめぐる不服詐歪も行われているのこのような頃経h一政不服存査制j

反カもヲミ際の紛争角~i)7.:，ごあんって kのように利fn 与才して"、るのか、手:の

貝{字削ではてみることにするι

5 環境アセスメント紛争の行政不服審査の事例

(1)事例11]環境保護局の行政処罰に対する不服申し立て刊

市一安77了大南建材集団有浪会社所Jどのi或芹1セメン l、:'j詩¥以「 l 吾容請

求人」こいう土、気'im通過了雨模éY l胃 j、矛せ、宅内の 1阜 J希の J.i 応~- J: ~-J 

ょくさか、汚染t非同量を減φさせるため、 1999年に空径を?仏大すゐ(ち

と2，2ロiのさ宅内を20kiこする)~h~ を立 ζ む。!かし、セメント工場:よ、

;fJ:え械を更新しなかったので、技術改i九ブロンゴケトにあたらないと i

て、環境アゴスメ/;、 子支施せ可 i二着上し、:;;j年7月がわ:14i主r:¥築

権設を f~ffi しほじめ丈 ι その結!束、司辺地区に一定の悪影響を及ぽし工。

'Ii (':発生段、主主馬要市環損保設q 江ア「処分:TJ こいう)は、調音を

1-7つだっえで、;長官そ請求人の主「完治ブ，-1ジ工クト :j::1必周1告のむよただ

rC;';:，代.''.';¥¥'日ひとk;OV.t'JI /1 :nv/hj xl X之江)U7(1li: 20り7(;11099!sU:rr匡活環境

:;J:説化inJi王瓦I-:JH.J長樗刺ぃ~ (/)，~;~古であ Z 最終アク七ス~(土、 T 町。平 fj l--1ゾI:n、

をささ問。

::1詩タ J トA":よ 「支出'ク民主婦司、子干ュUよi三受処告案〕である;李主二郎主編、
浮骨格漏 1::; ぉ拐ι牛肉・ 34-:iS百人

~::: '1'字00:J.:' 393) : 7S!円 Ulつj
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けでなく、止佐設備少止佐 i程の改造アロジ♂ケトであるシ認定したり

また、千円誌に立主設の{史 J七f-g~ c，ワ rn 竪1!nム!， i，~き:克 Jよ国家規定長準をJcI .2ô!音

EZえていたことが判明したむそこで、単夜市1長続深護局;土、、川円i該長ブ口/ゴ

ク 十 L辻土約5ωS年ヰ条色 f例?吋~ 5条

の規?告史b主一γ士菩Jづき、 2C川)川灼(j白王年手引]は2刀;汚G汁、 七メン工、 l 坊に対して 7TJ :il.;(/)j昌平
を引すこいう処罰決定を涌弐[たむ

じ《ンドーじi告は、処罰浪安在不1111':して、F可米諸島決議総局 1手:t.-j:jて白

11，:文不服トドし古て斗提起 l た c その主張:土、 (1}~1干の拡大はt支持rl:)山吉 f

1 ]ジ工ケト Fはな， 'た仙、1支局アセスメ/ト手会iCの:実践報位:ご属しなuヘ

(2J申請 JZ:止、事~]~，~処2目設;舎の更溜Î:こよ打、排H首長jJ を改世 Lt二}

よi走f乃粉I1lfIJ]:Uji:かえはも「司家基半を.t干長五三毛が、そi~とも窯lt-lLtJ、月I1

L 二七べた句、大I)j~ ~，-=削減され、拡大円íj の排出量び〉必克:二過ぎな νh ぞれ

~'J: え J三境アセスメン l、を行う必要がないしも間よ去、王立境iれを民放の審立­

d可の必受もないので、漁料に処されるべきではないとしと処分の収川

1を:Ji:&')たη

同事i言権{~~~至tt局:土交 iÆ後、重慶市の現j号:一専門職員主派遣 L て調棄

を行った そのR}r与柱、審-:-r1:百吉":，，，人lま生産詑j]をほえするために、宅径の

刻、た i事を行い、まよ:環境施設を環境保表部吋に一仁巾し認可を受，:，j-"f"に、

19的午 7月、 H十二事十 lt"，式に援制;("'"吐、粉竪jJ下山J住民はヨヨユ主基亜の

14.2G!苫ずあっアーことが信認されだ J 以 iの事実グ)i'で、

lよ、審色、話求人の?烹土人ブロジ J.:7、(Ji刻令改造ブ口、ノヱケ 1、じ

ち条lよ、 l乙え恰ブ汀シ 1 クトと培法ザTiジマケト亡 .0、措造会議 h て当設定

設プ門クト ζ 関口灯のある Et 有の坊涜汚 ~j~ 、 iL， \i~-i:凡 3養子監悌ずべきであ

るJ ~: J一る J

-，1 G ~;(7ì 士、 I ll: ~士、佐古プロシ工ケ~， J)k景境 γ-[スメント制度を実施ヲる… J

とd心 J

!' 2x条は、 l当条例。〉組"ょγ違反.，速な-f;::)じ ケ!、仁必安Jされる付属定

設のお涜深主治設スl'末峻;、未検歪・続三き小台絡の情b:-C、 íj:þ l 亭$~iT式L

三向んあるいは使用 Lた場合、当湾建設ブロジJ ケトの院境ア tスメント報告

芹・±憲法γ山スメ Jhf271表 .1震埼 fセスメー/ド守正表を認口J'.た環境伝業(j
rLJ三日;-r5F'1fr1 生件あるいは便局内停止を命じると共?こ、 10万ラモ以τの泊料に
-Jr~ ~-~どちi i1:: C t..ふ

19:3J ，~UJ;sn':f3'3!Y~) 17ら4
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C'門

の住民の同苛を得内少いペ浬日で、 2伐)~年 G 汀 1H 、警官i吏右{烹設局

市
川九」

下 l処フi、lアJ という， 'こ飲k;苫述設ブロジJ二クト球境アでスメ〆い殺害

JN:，!-j-¥ ~-'た口そして、環崎保護h~;.設の法 I ，f支脊 iこ令除後のこ004lf-:- '7 n 
16 U 、 fjえに営業を;土じめたc

lかし、 20D4年 H丹、芳属国住宅区の住民(以，審官話求人 kい

う)辻、款なl古び)騒育、油側、熟知ごい')14栄が深刻であるとし亡、暑さ、

区人民政府:二行政不 1:: ，[申 lυ一て手封起 L 、 2jF支許可 iJ!:計三円収消し手 ~Rめ

ナー
1_，") 

審i売請求人:二、住民lii]烹書は、多くの住民s:')烹見ずはなく、しかも (1]

栄影響が去をも深刻v 、あるアロ J ク?こ{十むJZ:土終lj己}又メすであ J、た三玉張万

る J まと、白人fと応建設ヴ n ジヱク人は半くも 20()~ :íf -1:、に若IL 、 ~()U4牛

6月1出、処シ7JJ?f子~!z.-;rJ を仰いだとさ、 1是設 7 ロジ J クト i土 9'"(

てしもごいつE23h問おしごい/:-'!:する、

処分庁が、前tl'昔:を行い日\~i';したところ、 f院かじ事実と符合しな v、事務

イト提供していたここが光t見し、 2004I¥よll)!2b目、器、;食右建設ブ日ジヱク

~， t長 t寛 fてスメ J ト平日佐去の許可を耳2: 1:円「決定を行い、 J~ki記官送達し

そのその{ふ飲食J占:t，h~立のホ11 手方に不利訟を !:j える決定を行うこと

に際し、 f草 j::~ .弁向干の機会を守えていなνミと lぺ理臼で北京rt害事台区人
民法同に行政訴訟や泥沼L、 1蕃判決で勝訴しとという ¥.i計約っ

木件;土、 応尽J克?'-:::スメシト手続をむ Jづナ:止しミるが、飲食古の事実

一回しな v、書官H芝:1itによ r にまで境アセヌメント報肯表が環境保設行政

の許認可を71た事例である J 鳥羽1](士、環境行政機関が環I古?乞スメ

J 十文字守歩審査・認"j-j-るF航、何千もッていがなる九再考十陀'!.._.'べきな

のかが問われてい工戸しかし、男J克保護行政機~:'~{、虚偽の串清書類 1 ，:

る~-7;}えず[コJ と ν 、う士二 hこメすし亡、;:(-;))h:r:f主存(J]J;))月一:~ ?l-~-j L (.こまd:.二つ亡、

不禾Ii訴を被cう心行政の相手:対する事前(T)J且泊五務手怠った清晃三 本

件紛争の争主:土1J政子続:の違法・不当に関する問題J¥と 変してし

ま勺た

(3) 事例13]環境保護局の職責不履行に立せする不服申し立て

辺 'j;新設!日1 刊 ιÆ~['→打 ι-K:;' lj者f+:ttJ:司ィ、作為長勝訴 j音牧市;&200G年7期20-2土
百、まに [子|時仁 ~'(B~人予中華人民共科雨戸 :i::~~t~_:y~.芸統 f:;;) というタイト

195J えしよnn':f)'390，17ら?



'1'1五グリ君J迂7ヒスメシト渋市:1町三(!-;，f!J:圭‘ょ主，iJ. '~，'J; で~，:.1， 

干し話1ら82名グj妥池経営者 L以 l' C在ト斉請求人」と~寸 I士、 2D凶年

に7早川dJ夜湾区水内街道占部の凶器区で361'ヘクタ !lノの荒ゴし呆1た砂

十1"を借り、安縞鳴を終t〆すむこととなコた J 義縞j会l止2D以).{f-から毎年異

なる程度で?LJ'~おされていたが、 2Df凶年 3 円、ユヰ i 殺をl'な水í{ i~I-J湾事故i

J萱い、重大な被岩を"1:けた。てこで、苦斉雨求人J士、社li江省康J克保護局

~~J，ア「処分l丁 l こいう)の「伊J-HrbU河J支持T開発区i:~~ì;'毎朝::三の撚境ア

三ス《ンド舎の脊:官~~':!nL :'同ーする i主主子 1~(): Jlif-せ) J 10 U) :二おいて、

潟市 rbf手淫r:z約想発区:、汁して、主主しい]最境保半袷f告を講万るべきつミあ
ると指導 L.T1")た 7~ にもかう、わらず、実際「開発烹者がこれら~:[)ミ崇J見保

設措置を諦じ九、かっとことがi'~'#主的原 11- 、あるととIJ 断 i たっ

;2(j()5iトf汁11;，日、審査詰求人は 処分庁に訴え合従起し J原市は(技

訴1，、 i貰海杢i区 7ロジ メ:1l'の療境保4柱設の塾協を怠"'-;j二行為を処罰J

するよう要JぇLl:~ Lかし、処分!丁はそれを温州dJフ辺境f以議1司?二委百三し、

処理結巣を1巾知するよう指示したが、そのjキ吉t:Jはがなかっf:ι

音査請ょ主人は、その行為Ci法だ職責J)不履行にあたるとして、 20054よ

日汀 29 】、まr弘 t票率~X:設松広d 不服申 ~"iLγ を提起し、7i1jj'-J J--' :.対して、

tアー仁よる処理決ノ立を下1 命令をぷめ l::~， :2、町、ij_:~)月目白に、玉l家総境保

護総局は、 r~u: L20JS] 27号行政不服市 l，-¥fてを受理しなνミ決定 i¥以

Fは 応訴決定」こいう)十凶して、審査請求人提出の巾詰妥;}:;，:止、法

-'" J)書斎i'i固い回しないシ L内 J

その段、審韮請求人lよ、直家主で境保2主主主r-i)を被舎こしと、北京dJ第
qi殺人民法院に行政訴訟をほ起し1春日Fしたと l、号

本fL;土、;貢境吹"ーが建設ブロジェクト，/)竣ーL，寸の環境保護花設の方官

官を忍っ t~(: L t=不尽申立て事件である〕こニヤl士、開発区の1主投kい

う都It連設五IUEiこ絡み今うがうfが点 :1，~家現損保設*1~ r~-; lY;" tI' ~ 1f~するよ

つに、埋設ブ，-1二J工クトこ漂って、計而E需品 7-'::スλンド何事協恥沓杢・

認i<Fとに療法?果設門の権叫が及 lまないJw~~がある c なせ?引頭取3克アセ

;レマ '~I一大J去玄 J ¥ニム指載コ

7 干の 5$(止、判;えにおv、f 吉村境保護ot駕を ¥f 、某礎i出設を事前に処:re 、

基準達成G')H~~域内議様性↓止にするべさであるど~_， 1)夕、は 羽1ベ的行3域に、海

江守宅前場内懐白iをJ-jL、品川';-'jJiG什が村氏約ぃ調整fべきである(レ宇る九

~::: '1'字0011.6 -:389 I : 7又i 190J 



，" ミ見

スメントの分野に環I責保護行政機関の番杢等の権限が及lまないのかじさ

しあたり、現行現境アセスメシト法制度の仕組みに不備があるとしか考

えられないじ

6 行政不服申し立て事例の分析

以上の3つの事例を分析して見ると、以下のような特徴が浮かび上が

るヨ

川深境アセスメ/ト手続がきちんと支f丁されていないc行政不服巾し

立亡の起肉がそれぞれ異なるつ[事例ll] !，:おい亡は環境アセスメント

手続そのものを怠ったことが原因であるのに対し、[事例12] は環境ア

セスメント手続を実悩しているが、偽造の書類Ji't山が問題となった仁さ

りに、[事例13]では、環境アセスメ/ト手続を実施しているが、その

認可にあたっと要求された環境似全指置を事業者が講じなかったことに

起因しているロそれゆえ、さまざまな形で、環境 7セスメント制度の実

行が妨げらi1てし、ることがわかる「

':21環境 7セスメント文書の事脊 認可をする際の干統的千;:1:が問題で

あるの例えば、[事例ll]-e iJ:、発径の拡大プロジェクトは、建設プ口シヱ

クト環境保護世理リストには載ってしhないため、いったい環喧7セスメ

ント手続をすべきか否かを行政の判断にゆだねるしかなかった η また、

[事例12]においてl土、ブロンゴクトの実施地における調烹・予測 許

怖をiTわず、事業者の書類審査のみずアセスメント報告表を認ロJしごし

まった行政許可の盲目性が同われ、また、行政決定の取消しにあたって、

相千方に告知もしなかった」ことは行政干続に反よるものであるといわね

[まならなし」

(3)行政による環境保全監督管理の仕組みが欠如している c [事例12]

から、 l最1責アセスメン卜}!i告ぷの認可を仰ぐ前に建設ブロジ工クトが竣

工しており、環境保議行政主管部門として、事業の違法操業も把握で主

亡いなかったこと、事実とit合しない虫食広の環境アセスメントトH告ぷ

に対して、現場の環境情況を把握していない情況の下で安易に詳吋を出

したことなどは行政の且責任対応あるいは環境への監督管理仕組みの欠

如というしかないじ

(4)環境行政機関聞の責任が不明ごあるη[事例J:l]によれば、術江省

[97J コヒィ長60情 388) 1780 



中|豆|の環l克アヒスメント法制l慢の構造・喧刑 効果(4:

Ij者I責保護局が問題の解決を{且州市Ii者I責保護局に委託し、その後音沙汰が

ない。 '1'国ごは深境アセスメシトの許認ロJに介入する行政機関が多く、

相.!l問の責任が不明確であるため、環崎紛争の肝決を求める被ニ音者がた

りいまわLにされるケースが少なくなし、c

(5JfT政不服番杢手続のみで紛争解決に至るケースが少なし'0 事例12]

と I事例13]を見ると、環境アセスメントをめぐる紛予は行政不服審査
手続を経ているが，c'-f'れも紛争の解決に主ら「、その後裁判j手続に入っ

ていく c それゆえ、行政不服審査手続か古車境アセスメント紛争の処理に

あたっ亡、いったいとのような校置つけや存在きあり、とれだけの役割

を果たしごいるのかは非常に不明瞭であろうじ

「付記1
4、釈は、」じ i'IJJ;道大学審査博上(法学)学位諭丈 (2009牛九月 2~ 日段与)

に加筆・修正したものである c なお、加筆・修正にあたっては、平成20

年度lじ尚道大学クラーク財団|事上後期利程在学生柿允助成による研究成

果の部を取り入れている。
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